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ス
ペ
イ
ン
王
国
の
政
令
（
decreto-ley）

─
GabrielDom
énech
Pascual,“Tutela
judicialefectiva
frente
a

m
edidasgubernam
entalesblindadasporDecreto-ley”（
2019）
に
学
ぶ
─

ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ド
メ
ネ
ク
・
パ
ス
ク
ア
ル（
著
）

鈴

木

光
（
訳
）

訳
者
ま
え
が
き

ス
ペ
イ
ン
王
国
に
お
い
て
、
内
閣
は
、
憲
法
に
基
づ
き
、
緊
急
命
令
を
発
す
る
権
限
を
有
す
る
。

ス
ペ
イ
ン
憲
法
第
八
十
六
条
（
緊
急
命
令
）

一

特
別
か
つ
緊
急
の
必
要
（
extraordinariay
urgentenecesidad）
が
あ
る
場
合
に
は
、
内
閣
は
代
行
命
令
（
D
ecretos-leyes）

の
形
式
を
と
る
暫
定
法
（
disposicioneslegislativasprovisionales）
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
命
令
は
、
国
の
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基
本
的
制
度
の
秩
序
、
第
一
編
に
定
め
る
市
民
の
権
利
、
義
務
お
よ
び
自
由
、
自
治
州
制
度
な
ら
び
に
一
般
選
挙
法
に
影
響
を
及
ぼ

す
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

二

代
行
命
令
（
D
ecretos-leyes）
は
す
べ
て
、
審
議
お
よ
び
表
決
に
付
す
る
た
め
、
直
ち
に
こ
れ
を
下
院
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
下
院
が
閉
会
中
の
と
き
は
、
右
の
目
的
の
た
め
、
命
令
の
公
布
後
三
〇
日
以
内
に
、
こ
れ
を
召
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

下
院
は
、
所
定
の
期
間
内
に
、
命
令
の
承
認
ま
た
は
廃
止
に
つ
き
、
明
確
に
意
思
を
表
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
、
議

院
規
則
に
よ
り
、
特
別
の
略
式
手
続
を
定
め
る
。

三

前
項
で
定
め
る
期
間
内
に
、
下
院
は
、
緊
急
手
続
に
よ
り
、
命
令
を
政
府
提
出
の
法
律
案
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。

内
閣
が
緊
急
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
⽛
特
別
か
つ
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
⽜
に
限
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
具
体
的
に
如
何

な
る
状
況
を
指
す
か
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
、
定
説
を
見
な
い
。
本
稿
は
、
ス
ペ
イ
ン
王
国
を
代
表
す
る
行
政
法
学
者
で
あ
る
バ
レ
ン
シ

ア
大
学
法
学
部
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ド
メ
ネ
ク
・
パ
ス
ク
ア
ル
（
GabrielD
om
énech
Pascual）
教
授
の
論
文
⽛
政
令
に
よ
り
遮
蔽
さ
れ
た
政

府
の
措
置
に
対
す
る
効
果
的
な
司
法
保
護
（
“T
utela
judicialefectiva
frente
a
m
edidas
gubernam
entales
blindadas
por

D
ecreto-ley”（
2019））⽜
を
紹
介
し
、
同
国
に
お
け
る
、
国
会
で
の
議
論
を
避
け
る
た
め
の
隠
れ
蓑
と
し
て
緊
急
命
令
が
多
用
さ
れ
て
い

る
現
状
、
憲
法
の
趣
旨
に
反
す
る
緊
急
命
令
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
可
能
性
、
憲
法
の
趣
旨
に
反
す
る
緊
急
命
令
か
ら
国
民
の
権
利
を
保
護

す
る
方
法
、
お
よ
び
司
法
府
の
果
た
し
得
る
役
割
な
ど
を
学
び
、
ひ
い
て
は
本
邦
の
緊
急
事
態
条
項
を
め
ぐ
る
議
論
へ
の
有
益
な
示
唆
を

得
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

右
の
ス
ペ
イ
ン
憲
法
第
八
十
六
条
の
邦
訳
は
、
国
士
舘
大
学
特
任
教
授
の
百
地
章
先
生
に
よ
る
も
の
で
あ
る
（
畑
博
行
・
小
森
田
秋
夫

編
⽝
世
界
の
憲
法
集
〔
第
五
版
〕⽞
二
五
〇
頁
（
有
信
堂
高
文
社
・
二
〇
一
八
年
））。
百
地
先
生
は
、
decreto-ley
を
代
行
命
令
と
訳
し
て
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お
ら
れ
る
が
、⽝
現
代
ス
ペ
イ
ン
語
辞
典
⽞（
白
水
社
）、日
本
の
全
国
紙（
一
例
と
し
て
朝
日
新
聞
、平
成
三
十
年
九
月
十
五
日
第
十
一
面
）、

並
び
に
ス
ペ
イ
ン
法
に
関
す
る
学
術
論
文
等
で
は
政
令
と
訳
さ
れ
る
例
が
多
い
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
を
政
令
と
表
現
す
る
こ
と

を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

⽛
政
令
に
よ
り
遮
蔽
さ
れ
た
政
府
の
措
置
に
対
す
る
効
果
的
な
司
法
保
護（

⚑
）⽜

“Tutela
judicialefectiva
frente
a
m
edidas
gubernam
entales
blindadas
porD
ecreto-ley”(2019)

ス
ペ
イ
ン
王
国
バ
レ
ン
シ
ア
大
学
法
学
部
教
授

ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ド
メ
ネ
ク
・
パ
ス
ク
ア
ル
（
GabrielD
om
énech
Pascual）

目
次

要
旨

一

序

二

ス
ペ
イ
ン
憲
法
に
明
確
に
違
反
す
る
慣
行

三

国
民
を
無
防
備
に
す
る
た
め
に
発
せ
ら
れ
る
政
令
（
decretos-leyes）
に
直
面
す
る
国
民
を
司
法
上
如
何
に
保
護
す
る
か

（
一
）
政
令
（
decretos-leyes）
の
適
用
に
よ
り
指
図
さ
れ
る
行
為
に
対
す
る
異
議
申
立
て

（
二
）
政
令
（
decretos-leyes）
は
法
律
（
leyes）
と
同
一
の
司
法
上
の
敬
意
を
受
け
る
に
値
し
な
い
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（
三
）
欧
州
連
合
法
に
違
反
す
る
政
令
（
decretos-leyes）
の
（
司
法
上
お
よ
び
行
政
上
の
）
不
適
用

（
四
）
憲
法
違
反
の
政
令
（
decretos-leyes）
の
行
政
上
の
不
適
用

（
五
）
政
令
（
decretos-leyes）
の
適
用
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
状
況
お
よ
び
行
為
に
対
す
る
予
防
的
措
置

（
五
）
の
一

基
礎

（
五
）
の
二

予
防
的
措
置
の
法
制
度

四

結
論

五

引
用
文
献
目
録

要
旨

ス
ペ
イ
ン
政
府
は
、
ス
ペ
イ
ン
憲
法
第
八
十
六
条
に
基
づ
き
、
極
め
て
厳
格
な
条
件
下
で
、
か
つ
⽛
特
別
か
つ
緊
急
の
必
要
⽜
が
あ
る

場
合
に
の
み
行
使
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
政
令
（
decretos-leyes）
制
定
権
を
、
広
く
濫
用
し
て
い
る
。
つ
ま
り
政
府
は
、
影
響

を
受
け
る
国
民
が
、
論
争
の
的
と
な
っ
て
い
る
規
制
に
つ
い
て
裁
判
所
で
異
議
を
唱
え
る
の
を
防
ぐ
た
め
、
ま
す
ま
す
多
く
の
政
令
を
発

し
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
慣
行
は
ス
ペ
イ
ン
憲
法
に
適
合
す
る
か
、
ま
た
裁
判
所
は
こ
う
し
た
慣
行
か
ら
ど
の
よ
う
に
国
民
を
保

護
し
得
る
か
を
分
析
す
る
。

一

序

私
た
ち
の
統
治
者
た
ち
は
、
影
響
を
受
け
る
人
々
が
裁
判
所
で
彼
ら
に
異
議
を
唱
え
、
裁
判
所
が
違
法
判
決
を
下
す
可
能
性
に
対
す
る
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論
争
の
手
段
を
遮
蔽
（
blindar）
す
る
目
的
で
、
好
ん
で
政
令
（
decretos-leyes）
を
発
し
て
い
る
。
加
え
て
私
た
ち
の
統
治
者
た
ち
は
、

利
害
関
係
者
に
対
し
⽛
優
越
的
な
地
位
に
あ
る
⽜
こ
と
を
示
す
こ
と
を
好
み
、
憲
法
第
二
十
四
条
が
認
め
る
基
本
的
権
利
の
行
使
を
妨
げ

る
目
的
で
政
令
（
decreto-ley）
形
式
を
利
用
す
る
、
と
、
公
然
と
、
大
胆
か
つ
明
確
に
表
明
し
て
い
る
。
四
つ
の
事
例
を
紹
介
す
る
。

政
府
は
、
八
月
二
十
四
日
の
王
政
令
（
RealD
ecreto-ley）
10/2018
に
お
い
て
、
戦
没
者
の
谷
（
V
alledelosCaídos）
に
埋
葬
さ

れ
て
い
る
独
裁
者
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
フ
ラ
ン
コ
（
FranciscoFranco）
の
遺
骸
を
掘
り
出
す
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
措
置
を
採
用
し
た
。
そ

の
実
施
は
数
日
前
に
鳴
り
物
入
り
で
発
表
さ
れ
た
。
ス
ペ
イ
ン
放
送
協
会
（
RadioT
elevisión
Española）
は
、
政
府
に
極
め
て
批
判
的

な
態
度
を
見
せ
る
こ
と
に
や
や
懐
疑
的
で
あ
り
、
ま
た
は
そ
の
言
葉
を
歪
曲
す
る
メ
デ
ィ
ア
で
も
あ
る
が
、
同
協
会
は
、
本
発
掘
は
、
そ

の
進
展
を
遅
ら
せ
る
⽛
提
訴
を
回
避
す
る
（
evitar
dem
andas
judiciales）⽜
た
め
［
引
用
符
は
原
文
］、
歴
史
記
憶
法
（
Ley
de

M
em
oriaH
istórica）［
を
修
正
す
る
］
政
令
（
decretoley）
に
よ
り
行
わ
れ
る
と
報
道
し
た
。
こ
れ
は
、
EFE
通
信
と
EuropaPress

の
幹
部
情
報
源
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
（
⚒
）。

四
月
二
十
日
の
王
政
令
（
RealD
ecreto-ley）
3/2018
は
、
十
一
月
二
十
日
の
RealD
ecreto1057/2015
の
制
定
以
来
、
私
た
ち
の

法
制
度
で
既
に
正
式
に
施
行
さ
れ
て
い
た
二
つ
の
規
範
を
、
法
的
階
級
を
備
え
る
も
の
へ
と
引
き
上
げ
た
。
前
者
の
効
力
に
よ
り
、
新
た

な
運
転
手
付
き
車
両
（
vehículoscon
conductor,以
下
V
T
C）
の
免
許
の
付
与
は
、
居
住
予
定
の
自
治
州
領
域
に
存
在
す
る
も
の
の
数

と
、同
領
域
の
タ
ク
シ
ー
数
と
の
比
率
が
三
十
分
の
一
を
超
え
る
場
合
、拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
者
の
効
力
に
よ
り
、V
T
C
は
、

対
応
す
る
自
治
州
の
領
域
外
に
お
い
て
サ
ー
ビ
ス
の
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
提
供
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
。
メ
デ
ィ
ア
が
異
口
同
音

に
警
告
し
た
よ
う
に
（
⚓
）、
政
令
（
D
ecreto-ley）
を
求
め
た
目
的
は
、
最
高
裁
判
所
が
前
述
の
RealD
ecreto
1057/2015
の
適
法
性
に
関

し
て
宣
言
す
る
判
決
（
RJ2018,2695）
を
間
も
な
く
下
し
そ
れ
ら
を
取
り
消
し
て
し
ま
う
可
能
性
、
お
よ
び
そ
の
結
果
、
新
し
い
競
争
者

が
こ
の
領
域
に
参
入
で
き
る
よ
う
に
な
る
可
能
性
か
ら
、
両
方
の
制
限
を
⽛
遮
蔽
す
る
（
blindar）⽜
こ
と
で
あ
っ
た
（
⚔
）。
政
府
は
、
好
ま
し
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く
な
い
と
推
量
さ
れ
る
司
法
決
定
の
法
的
結
果
を
巧
み
に
回
避
す
る
た
め
、
試
合
半
ば
で
競
技
規
則
を
変
更
し
た
の
で
あ
る
（
⚕
）。

運
転
手
付
き
車
両
の
賃
貸
に
関
す
る
陸
上
輸
送
管
理
法
を
修
正
す
る
九
月
二
十
八
日
の
王
政
令
（
RealD
ecreto-ley）
13/2018
は
、

V
T
C
免
許
で
は
も
は
や
都
市
輸
送
が
許
可
さ
れ
な
く
な
る
と
規
定
し
た
。
こ
れ
は
事
実
上
、
収
用
を
意
味
す
る
。
彼
ら
は
⽛
補
償
（
in-

dem
nización）⽜
と
し
て
四
年
間
都
市
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
続
け
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
、
最
大
で
さ
ら
に
二
年
間
延
長
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
措
置
は
、
別
の
場
所
で
は
、
企
業
の
自
由
を
恣
意
的
、
差
別
的
、
か
つ
甚
だ
し
く
制
限
す
る
方
法
で
あ
る
う
え
、
憲
法
上
正
当

と
見
積
も
ら
れ
る
補
償
を
伴
わ
な
い
こ
と
か
ら
、
憲
法
違
反
の
措
置
で
あ
る
、
と
主
張
さ
れ
た
（
⚖
）。
し
か
し
、
開
発
大
臣
ホ
セ
・
ル
イ
ス
・

ア
バ
ロ
ス
（
José
Luis
Á
balos）
は
、
そ
の
政
令
（
D
ecreto-ley）
を
社
会
に
発
表
す
る
た
め
に
開
催
さ
れ
た
記
者
会
見
に
お
い
て
、

⽛
V
T
C
規
則
は
⽝
法
的
に
遮
蔽
さ
れ
て
い
る
（
blindadajurídicam
ente）⽞
か
ら
、
憲
法
裁
判
所
へ
の
あ
ら
ゆ
る
手
段
の
訴
え
や
免
許
所

有
者
か
ら
の
大
量
の
苦
情
は
、
た
と
え
発
生
し
た
と
し
て
も
回
避
さ
れ
る
⽜
と
述
べ
た
（
⚗
）。

二
〇
一
九
年
初
頭
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
自
治
州
政
府
は
、
V
T
C
が
Cabify
や
U
berの
よ
う
に
数
値
化
情
報
（
デ
ジ
タ
ル
方
式
）
の
商
取

引
環
境
（
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
）
を
通
じ
て
都
市
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
続
け
る
こ
と
を
事
実
上
不
可
能
に
す
る
い
く
つ
か
の
措
置
の
承
認

を
発
表
し
た
が
、
こ
れ
は
前
述
の
王
政
令
（
RealD
ecreto-ley）
13/2018
に
あ
ら
か
じ
め
規
定
さ
れ
た
⽛
補
償
（
indem
nización）⽜

を
実
際
に
排
除
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
サ
ー
ビ
ス
申
込
と
効
果
的
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
と
の
間
に
数
時
間
の
最
短
期
間
を
確
立

す
る
こ
と
や
、
V
T
C
は
各
レ
ー
ス
後
に
活
動
拠
点
に
戻
る
よ
う
義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
た
（
⚘
）。
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
競
争
局

（
A
utoritatCatalanadelaCom
petència,以
下
A
CCO
）
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
差
別
的
で
あ
り
、
自
由
競
争
に
非
効
率
的
な
制
限
を

導
入
す
る
も
の
で
あ
り
、
利
用
者
の
福
祉
を
低
下
さ
せ
、
交
通
渋
滞
と
大
気
汚
染
を
増
加
さ
せ
る
、
と
警
告
す
る
新
聞
発
表
を
公
表
す
る

こ
と
で
即
座
に
対
応
し
た
。
A
CCO
は
ま
た
、
そ
れ
が
最
終
的
に
承
認
さ
れ
た
場
合
は
、⽛
委
託
さ
れ
た
使
命
に
し
た
が
い
、
市
場
競
争
を

擁
護
し
促
進
す
る
た
め
の
適
切
な
行
動
を
と
る
⽜
と
指
摘
し
た
（
⚙
）。
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数
日
後
、
マ
ド
リ
ー
ド
で
開
催
さ
れ
た
開
発
省
お
よ
び
自
治
州
の
代
表
者
間
会
議
の
後
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
自
治
州
政
府
は
、
問
題
の
制

限
は
政
令
（
decreto-ley）
に
よ
り
承
認
さ
れ
る
と
発
表
し
た
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
影
響
を
受
け
る
国
民
、
A
CCO
、
お
よ
び
市
場
と

競
争
に
関
す
る
国
家
委
員
会
か
ら
の
上
訴
を
防
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
（
10
）。
報
道
機
関
は
、
前
記
の
会
議
で
⽛
同
省
の
代
表
者
が
、
あ
る
共
同

体
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
こ
の
分
野
に
関
す
る
政
令
（
decreto-ley）
を
政
府
が
裁
判
所
で
ノ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
決
し
て

な
い
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
⽜
こ
と
か
ら
、
複
雑
に
は
な
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も
、
憲
法
裁
判
所
で
の
み
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が

で
き
る
と
指
摘
し
た
。
こ
の
裁
判
手
続
き
に
対
応
す
る
一
連
の
手
続
き
を
取
る
こ
と
は
一
層
複
雑
に
な
り
、
通
常
裁
判
所
が
担
当
す
る
事

件
よ
り
も
は
る
か
に
長
時
間
を
要
す
る
（
11
）。
最
終
的
に
、
一
月
二
十
九
日
の
政
令
（
D
ecretoley）
4/2019
は
、
大
部
分
の
V
T
C
が
カ
タ

ル
ー
ニ
ャ
で
の
活
動
を
発
展
さ
せ
続
け
る
こ
と
を
ほ
ぼ
不
可
能
に
す
る
三
つ
の
措
置
を
確
立
し
た
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、（
ⅰ
）
十
五
分
以

上
の
最
低
事
前
契
約
時
間
。
こ
れ
は
地
方
自
治
体
に
よ
り
無
制
限
に
延
長
可
能
、（
ⅱ
）事
前
契
約
の
無
い
場
合
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
賃
貸
時
、

公
道
で
の
運
転
・
駐
車
の
禁
止
、（
ⅲ
）
そ
の
サ
ー
ビ
ス
契
約
前
の
、
利
用
者
に
対
す
る
車
両
の
地
理
的
位
置
情
報
の
提
供
禁
止
、
で
あ
る
。

法
定
保
証
評
議
会
（
ConselldeGarantiesEstatutàries）
は
、
こ
れ
ら
の
措
置
は
企
業
の
自
由
を
著
し
く
制
限
す
る
方
法
で
あ
り
憲
法

第
三
十
八
条
に
違
反
す
る
、
と
の
見
解
を
真
っ
先
に
述
べ
た
が
（
12
）、
こ
の
こ
と
は
議
会
の
承
認
を
妨
げ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
ア
ラ
ゴ
ン
や
バ

レ
ン
シ
ア
な
ど
他
の
自
治
州
も
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
⽛
例
⽜
を
踏
襲
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
13
）。

こ
れ
ら
四
つ
の
事
例
が
示
す
疑
わ
し
い
慣
行
は
、
政
令
（
decreto-ley）
の
形
式
が
一
般
化
さ
れ
、
か
つ
粗
雑
に
濫
用
さ
れ
て
い
る
、

よ
り
広
範
な
現
象
を
表
し
て
い
る
。
憲
法
第
八
十
六
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
権
限
の
悪
用
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
の
主
題
と
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
ら
は
、
そ
の
主
な
表
れ
と
原
因
を
中
心
に
説
明
す
る
と
と
も
に
、（
ⅰ
）
政
令
（
decretos-leyes）
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
憲
法
規
定
、（
ⅱ
）
憲
法
裁
判
所
が
そ
れ
ら
に
つ
い
て
行
っ
た
解
釈
、（
ⅲ
）
そ
れ
ら
に
対
す
る
議
会
の
事
後
的
統
制
権
行
使
の
構
成
、

に
関
し
、
内
実
の
あ
る
基
本
的
修
正
を
伴
う
、
い
く
つ
か
の
改
善
策
を
提
案
し
て
い
る
（
14
）。
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本
稿
は
こ
れ
ら
の
文
献
に
二
つ
の
点
で
貢
献
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
前
述
の
⽛
遮
蔽
（
blindajes）⽜
を
実
施
し
よ
う
と

す
る
政
令
（
decretos-leyes）
の
ス
ペ
イ
ン
憲
法
と
の
適
合
性
を
検
討
す
る
。
つ
い
で
、
そ
の
よ
う
な
規
範
の
影
響
を
受
け
る
正
当
な
権

利
と
利
益
の
効
果
的
な
司
法
保
護
を
得
る
た
め
に
国
民
が
利
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
手
段
を
分
析
す
る
。

二

ス
ペ
イ
ン
憲
法
に
明
確
に
違
反
す
る
慣
行

政
令
（
decretos-leyes）
は
、
議
会
制
民
主
主
義
に
お
け
る
異
例
を
構
成
す
る
。
民
主
主
義
的
な
正
当
性
が
間
接
的
に
し
か
保
た
れ
な

い
少
数
の
人
々
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
行
政
機
関
が
、
極
め
て
迅
速
か
つ
不
透
明
な
手
続
き
に
よ
り
、
国
民
の
直
接
の
代
表
者
に
よ
り
構
成

さ
れ
る
機
関
に
お
い
て
、
よ
り
多
様
な
、
参
加
型
で
か
つ
透
明
性
の
あ
る
手
続
き
を
通
じ
て
承
認
さ
れ
る
も
の
と
同
じ
法
的
価
値
を
有
す

る
法
的
規
範
を
採
択
で
き
る
こ
と
は
、
異
例
で
あ
る
。
政
府
が
議
会
の
規
定
を
廃
止
で
き
る
の
は
異
例
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ほ
と
ん

ど
の
西
洋
の
民
主
政
治
国
家
に
は
、
類
似
の
可
能
性
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
私
た
ち
の
憲
法
第
八
十
六
条
も
、
そ
の
異
例
な
特
徴
を
考
慮
し
、

そ
の
利
用
に
は
極
め
て
厳
格
な
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
条
件
と
し
て
い
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
周
知
の
ご
と
く
、
理
論
上
は
特
別
か
つ
例
外
的
な
も
の
が
、
ご
く
普
通
の
立
法
生
産
に
お
け
る
慣
行
に
な
り

替
わ
っ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
政
治
思
想
傾
向
の
政
府
が
、
前
述
の
憲
法
規
定
に
よ
り
彼
ら
に
与
え
ら
れ
た
権
限
を
大
い
に
行
使
し
濫
用
し

て
お
り
、
今
日
の
ス
ペ
イ
ン
王
国
で
は
、
法
律
よ
り
も
多
く
の
政
令
（
decretos-leyes）
が
発
せ
ら
れ
る
ま
で
に
至
っ
て
い
る
（
15
）。
こ
の
慣

行
は
あ
ま
り
に
も
標
準
化
さ
れ
て
い
る
た
め
、
多
数
野
党
の
党
員
は
政
府
に
よ
る
濫
用
を
ほ
と
ん
ど
非
難
し
な
い
。
自
分
た
ち
も
同
じ
こ

と
を
し
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
機
会
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
再
び
そ
れ
を
行
う
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

無
数
の
著
者
に
よ
り
非
難
さ
れ
て
い
る
こ
の
慣
行
に
つ
い
て
（
16
）、
私
た
ち
は
、
私
た
ち
の
憲
法
裁
判
の
多
く
の
華
々
し
い
失
敗
を
見
る
べ

き
で
あ
る
。
憲
法
裁
判
所
は
、
そ
の
歩
み
の
最
初
の
数
十
年
間
、
ス
ペ
イ
ン
憲
法
第
八
十
六
条
が
そ
の
資
格
を
与
え
る
理
由
と
一
致
す
る
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か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
政
令
（
decretos-leyes）
発
布
の
た
め
の
⽛
特
別
か
つ
緊
急
の
必
要
の
状
況
（
situación
deextraordinariay

urgentenecesidad）⽜
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
際
、
顕
著
な
緩
慢
さ
を
示
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
こ
の
概
念
を
過
度
に
広
く
解

釈
し
て
き
た
政
府
が
、
も
と
も
と
大
き
か
っ
た
評
価
の
許
容
範
囲
を
さ
ら
に
広
げ
る
の
に
好
都
合
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
憲
法
裁
判
所
は
、

行
き
過
ぎ
が
明
ら
か
に
容
認
で
き
な
い
ほ
ど
の
比
率
を
占
め
始
め
た
時
、
あ
る
程
度
の
訂
正
を
し
、
理
由
が
欠
如
し
て
い
る
と
し
て
、
い

く
つ
か
の
政
令
（
decretos-leyes）
を
無
効
に
し
始
め
た
（
17
）。
し
か
し
そ
れ
は
、
こ
の
悪
い
慣
行
を
食
い
止
め
る
に
は
ま
っ
た
く
役
立
た
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
お
そ
ら
く
私
た
ち
の
統
治
者
た
ち
は
、
合
憲
性
が
疑
わ
れ
る
政
令
（
decretos-leyes）
の
採
択
が
も
た
ら
す
政
治
的
利

益
が
、
数
年
後
に
最
終
的
に
そ
れ
が
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
に
起
因
す
る
費
用
を
、
し
ば
し
ば
上
回
る
こ
と
を
考
慮
す
る
傾
向
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。

規
制
を
遮
蔽
す
る
た
め
に
発
せ
ら
れ
た
ほ
ぼ
す
べ
て
の
政
令
（
decretos-leyes）
は
、
前
述
の
資
格
上
の
理
由
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を

容
易
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
説
明
は
非
常
に
簡
単
で
あ
る
。
政
府
が
、
問
題
と
さ
れ
る
措
置
に
正
規
の
地
位
を
与
え
た
り
、
ま
た

は
そ
れ
を
議
会
に
持
ち
込
む
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
遮
蔽
す
る
た
め
に
政
令
（
decreto-ley）
形
式
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
通
常
の
目
的

は
、
特
別
か
つ
緊
急
の
必
要
の
状
況
に
対
処
す
る
こ
と
に
で
は
な
く
、（
ⅰ
）
裁
判
所
に
よ
る
反
論
と
再
審
査
を
防
ぐ
こ
と
、
お
よ
び
／
ま

た
は
、（
ⅱ
）
通
常
の
一
連
の
立
法
手
続
き
や
正
規
の
規
定
推
敲
手
続
き
を
伴
う
遅
延
や
面
倒
な
事
柄
を
省
き
、
多
か
れ
少
な
か
れ
即
座
に

有
権
者
を
満
足
さ
せ
る
た
め
迅
速
に
そ
れ
を
承
認
す
る
こ
と
に
あ
る
（
18
）。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
本
稿
の
序
で
言
及
し
た
、
フ
ラ
ン
コ
の
遺

骸
発
掘
と
V
T
C
を
め
ぐ
る
法
制
度
の
事
例
が
例
証
し
て
い
る
。
四
十
年
以
上
も
の
間
、
戦
没
者
の
谷
に
埋
葬
さ
れ
て
い
た
そ
の
遺
骸
を
、

そ
こ
か
ら
掘
り
出
し
ほ
か
の
場
所
へ
持
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
別
か
つ
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
は
推
測
さ
れ
ず
、
さ
ら
に
法
律

の
承
認
手
続
き
の
下
に
あ
る
民
主
主
義
的
な
価
値
感
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
こ
と
と
も
思
わ
れ
な
い
。
発

掘
に
取
り
掛
か
る
た
め
に
必
要
な
立
法
上
の
修
正
が
通
常
の
議
会
手
続
き
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
場
合
、
如
何
な
る
極
め
て
深
刻
な
損
害
が
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引
き
起
こ
さ
れ
る
の
か
、
推
測
で
き
な
い
（
19
）。
他
方
、
最
近
一
年
間
に
私
た
ち
の
都
市
で
生
じ
た
V
T
C
数
の
増
加
が
、
こ
れ
ら
の
車
両
の
都

市
サ
ー
ビ
ス
の
貸
出
の
禁
止
を
特
別
か
つ
緊
急
に
必
要
と
す
る
ほ
ど
大
き
な
経
済
的
、
環
境
的
、
社
会
的
、
交
通
渋
滞
の
問
題
を
構
成
す

る
と
は
到
底
考
え
ら
な
い
。
ま
し
て
、
禁
止
の
効
果
が
四
年
以
内
に
出
始
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
、
想
定
さ
れ
た
緊
急
性
の
⽛
自

己
反
論
⽜
と
な
る
（
20
）。
憲
法
裁
判
所
が
何
度
か
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、⽛
と
く
に
、
そ
の
内
容
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
構
造
の
た
め
に
、
現
行

法
の
状
況
を
即
座
に
変
更
し
な
い
規
定
⽜
は
、
政
令
（
decretos-leyes）
と
は
認
め
ら
れ
な
い
（
21
）。

こ
の
よ
う
に
遮
蔽
さ
れ
た
規
制
は
、
二
重
の
憲
法
違
反
を
犯
す
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
一
面
で
は
、
そ
れ
ら
は
ス
ペ
イ
ン
憲
法

第
八
十
六
条
に
違
反
し
、
最
終
的
に
は
、
こ
の
経
路
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
規
制
の
民
主
的
正
当
性
と
品
質
を
低
下
さ
せ
る
。
他
方
で
、
そ

れ
ら
は
、
国
民
が
、
影
響
を
受
け
る
正
当
な
権
利
と
利
益
の
効
果
的
な
司
法
保
護
を
求
め
る
可
能
性
を
極
め
て
実
質
的
か
つ
不
当
な
方
法

で
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
効
果
的
な
司
法
保
護
を
受
け
る
権
利
を
侵
害
す
る
。

実
際
、⽛
遮
蔽（
blindaje）⽜は
、影
響
を
受
け
る
人
々
が
対
応
す
る
措
置
を
直
接
求
め
る
こ
と
を
妨
害
す
る
。
政
令（
decretos-leyes）

は
、
立
法
政
令
（
decretoslegislativos.議
会
の
承
認
の
も
と
で
発
せ
ら
れ
る
政
令
）
─
委
任
法
の
制
限
を
超
え
る
限
り
─
お
よ
び

規
則
（
reglam
entos）
と
は
異
な
り
、
決
し
て
行
政
訴
訟
の
対
象
に
な
ら
な
い
。
前
者
（
立
法
政
令
と
規
則
）
が
、
通
常
の
裁
判
所
に
よ

り
適
用
さ
れ
ず
、
取
り
消
さ
れ
る
場
合
す
ら
あ
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
理
論
上
の
理
由
は
、
お
そ
ら
く
後
者
（
政
令
）
に
も
有
効
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。
憲
法
裁
判
所
は
政
令
（
decretos-leyes）
に
対
す
る
直
接
的
な
上
訴
を
担
当
す
る
独
占
権
を
有
し
て
い

る
。
し
か
し
、
影
響
を
受
け
る
個
々
人
は
、
上
訴
を
申
し
立
て
る
資
格
が
な
い
の
で
あ
る
。

の
ち
に
見
る
よ
う
に
、
利
害
関
係
者
は
こ
れ
ら
の
規
定
を
⽛
間
接
的
（
indirectam
ente）⽜
に
し
か
攻
撃
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼

ら
は
そ
れ
ら
が
適
用
さ
れ
る
の
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
般
的
に
、
保
護
を
求
め
る
に
は
、
あ
る
憲
法
違
反
の
規
範
に
基
づ
い
て

い
る
と
の
理
由
で
異
議
を
唱
え
る
た
め
の
、
何
ら
か
の
行
政
行
為
が
発
せ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
く
つ
か
の
理
由
か
ら
、
彼
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ら
の
立
場
を
大
き
く
弱
め
る
。
第
一
に
、
遮
蔽
さ
れ
た
規
範
は
、
そ
れ
が
正
式
に
適
用
さ
れ
る
前
で
さ
え
、
損
害
を
、
し
か
も
時
に
は
賠

償
が
困
難
ま
た
は
不
可
能
な
損
害
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
前
述
の
王
政
令
（
RealD
ecreto-ley）
13/2018
は
、

そ
の
発
布
の
瞬
間
か
ら
、
V
T
C
企
業
に
、
資
金
調
達
と
そ
の
活
動
拡
大
の
面
で
困
難
な
経
験
を
生
じ
さ
せ
た
。
こ
の
規
範
に
よ
り
課
さ
れ

た
四
年
以
内
に
（
V
T
C
事
業
を
）
終
わ
ら
せ
る
と
い
う
深
刻
な
脅
威
が
、
債
権
者
、
労
働
者
、
お
よ
び
供
給
者
の
危
険
性
を
相
当
程
度
高

め
、
そ
れ
が
彼
ら
（
V
T
C
企
業
）
と
の
経
済
関
係
の
足
か
せ
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
22
）。
第
二
に
、
影
響
を
受
け
る
人
々
が
、
正
当
な
権
利

と
利
益
に
対
す
る
完
全
か
つ
効
果
的
な
司
法
保
護
を
得
る
た
め
に
は
、
行
政
措
置
を
使
い
果
た
し
た
の
ち
に
、
行
政
不
服
訴
訟
（
recur-

so-contenciosoadm
inistrativo）
を
提
起
し
、
所
管
の
司
法
機
関
か
ら
憲
法
裁
判
所
へ
あ
る
問
題
を
上
申
し
て
も
ら
い
、
そ
こ
で
お
そ

ら
く
数
年
間
も
長
引
く
手
続
き
を
経
て
、問
題
と
さ
れ
る
規
制
が
無
効
で
あ
る
と
宣
言
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
宣
言
は
、

と
く
に
憲
法
違
反
の
規
範
の
適
用
が
暫
定
的
に
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
損
害
を
も
た
ら
す
場
合
、お
そ
ら
く
遅
き
に
失
す
る
こ
と
に
な
る
。

影
響
を
受
け
る
正
当
な
人
々
が
、
対
応
す
る
政
令
（
decreto-ley）
に
対
し
憲
法
違
反
を
理
由
と
す
る
上
訴
を
申
し
出
な
い
場
合
、
考

え
ら
れ
る
措
置
に
直
接
異
議
を
唱
え
る
可
能
性
を
影
響
を
受
け
る
人
々
か
ら
奪
う
こ
と
は
、
他
の
有
害
な
効
果
を
も
た
ら
す
可
能
性
も
あ

る
。
第
一
に
、
と
く
に
あ
る
裁
判
官
が
そ
れ
に
対
す
る
違
憲
の
問
題
を
上
申
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
場
合
、
そ
の
有
効
性
に
つ
い
て
不
確

実
な
状
況
が
作
り
出
さ
れ
得
る
。
そ
し
て
そ
の
状
況
は
、
憲
法
裁
判
所
が
そ
の
点
に
関
す
る
判
決
を
下
す
ま
で
、
数
年
間
、
容
易
に
持
続

す
る
。
第
二
に
、
そ
の
不
確
実
性
は
、
対
立
と
訴
訟
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
。
第
三
に
、
一
部
の
司
法
機
関
は
こ
れ
は
憲
法
に
準

拠
し
て
い
る
と
理
解
し
、
他
の
司
法
機
関
が
そ
れ
と
は
反
対
の
評
価
を
し
た
場
合
、
そ
の
政
令
（
decreto-ley）
に
よ
り
同
様
に
影
響
を

受
け
る
人
々
が
不
公
平
な
方
法
で
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
得
る
。
こ
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
不
平
等
は
、
そ
れ
に
疑
問
を
呈

し
な
い
通
常
裁
判
所
の
判
決
が
確
定
し
た
後
に
当
該
政
令
（
decreto-ley）
の
違
憲
判
決
が
下
さ
れ
る
場
合
、
回
復
不
能
な
損
害
に
つ
な

が
る
可
能
性
が
あ
る
。
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三

国
民
を
無
防
備
に
す
る
た
め
に
発
せ
ら
れ
る
政
令
（
decretos-leyes）
に
直
面
す
る
国
民
を

司
法
上
如
何
に
保
護
す
る
か

通
常
裁
判
所
は
、
司
法
統
制
を
妨
害
す
る
目
的
で
発
せ
ら
れ
る
政
令
（
decretos-leyes）
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
正
当
な
権
利
と
利
益

を
保
護
す
る
た
め
、
法
的
法
令
に
残
さ
れ
た
可
能
性
を
徹
底
的
に
調
べ
上
げ
る
べ
き
で
あ
る
。
容
易
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
そ
の
遵
守

を
政
府
の
行
き
当
た
り
ば
っ
た
り
に
委
ね
た
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
憲
法
第
二
十
四
条
二
項
が
定
め
る
基
本
的
権

利
を
、
効
果
的
に
司
法
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
側
面
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
現
実
に
根
差
し
か
つ
法
律
上
可
能
な
範
囲

で
、
こ
れ
や
他
の
基
本
的
権
利
に
対
す
る
制
限
を
最
小
限
に
抑
え
る
方
法
で
法
令
（
ordenam
iento）
を
解
釈
・
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
他
方
、
も
し
影
響
を
受
け
る
人
々
を
保
護
し
な
い
と
い
う
政
府
の
目
的
達
成
が
容
認
さ
れ
れ
ば
、
政
府
に
よ
る
こ
の
憲
法
違
反
の

慣
行
の
継
続
を
将
来
的
に
奨
励
す
る
こ
と
に
な
り
、
か
つ
そ
れ
に
有
利
に
働
く
こ
と
に
な
る
。
加
え
て
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
、
憲
法
裁
判

所
に
よ
る
そ
の
後
の
寛
容
か
つ
手
遅
れ
の
介
入
は
、
前
記
の
慣
行
を
防
止
す
る
に
は
役
立
た
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
同
時
に
、
影

響
を
受
け
る
国
民
を
効
果
的
に
保
護
す
る
に
も
不
十
分
で
あ
る
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
裁
判
所
が
、
い
ざ

そ
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
た
条
項
の
効
果
を
、
一
般
的
効
力
の
あ
る
形
で
、
予
防
的
に
一
時
停
止
し
よ
う
と
す
る
時
に
な
る
と
見
せ
る
た
め

ら
い
に
も
貢
献
し
て
い
る
（
23
）。

（
一
）
政
令
（
decretos-leyes）
の
適
用
に
よ
り
指
図
さ
れ
る
行
為
に
対
す
る
異
議
申
立
て

あ
る
法
的
地
位
を
有
す
る
規
範
か
ら
影
響
を
受
け
る
国
民
は
、
た
と
え
憲
法
違
反
を
理
由
と
す
る
上
訴
を
通
じ
て
直
接
そ
れ
を
非
難
す

る
資
格
が
な
い
場
合
で
も
、
そ
の
適
用
か
ら
生
じ
る
状
況
と
法
律
上
の
行
為
、
─
た
と
え
ば
税
の
精
算
、
行
政
上
の
制
裁
、
合
法
性
の
回

研究ノート

北研 56 (1・114) 114

スペイン王国の政令（decreto-ley）

北研 56 (1・115) 115



復
命
令
な
ど
─
に
つ
い
て
、
通
常
裁
判
所
に
異
議
を
唱
え
、
そ
の
保
護
の
も
と
で
生
じ
る
規
範
は
憲
法
規
定
に
違
反
す
る
と
主
張
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
上
訴
人
に
よ
る
と
ス
ペ
イ
ン
憲
法
と
欧
州
連
合
法
に
違
反
す
る
、
あ
る
政
令
（
decreto-ley）
の
適
用
に
お
い

て
発
せ
ら
れ
た
行
政
決
定
に
関
す
る
事
案
で
あ
る
、
二
〇
一
七
年
一
月
三
十
一
日
の
最
高
裁
判
所
判
決
（
RJ
2017,298）（
rec.

1616/2016）
に
よ
り
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
当
該
審
級
の
裁
判
所
は
、⽛
実
際
に
は
、
法
的
階
級
を
有
す
る
規
範
に
疑
問
を
呈
す
る

こ
と
を
意
図
し
、
憲
法
違
反
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
⽜
と
い
う
理
由
で
、
行
政
訴
訟
を
承
認
し
な
か
っ
た
。
最
高
裁
判
所
は
、（
ⅰ
）⽛
本

裁
判
で
異
議
が
唱
え
ら
れ
た
の
は
、
行
政
訴
訟
を
通
じ
て
完
全
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
が
で
き
る
二
つ
の
行
政
決
定
で
あ
る
こ
と
⽜、（
ⅱ
）

⽛
行
政
訴
訟
で
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
異
議
申
立
て
理
由
を
直
接
ま
た
は
間
接
的
に
制
限
す
る
⽜
規
則
は
な
く
、
ま
た
、
異
議
申
立
て
対
象

で
あ
る
決
定
の
⽛
隠
れ
蓑
の
役
割
を
果
た
す
法
律
の
無
効
性
を
も
っ
ぱ
ら
異
議
申
立
て
の
理
由
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
⽜
規
則

も
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
前
判
決
を
破
棄
す
る
と
判
断
し
た
。
要
す
る
に
、⽛
あ
ら
ゆ
る
利
害
関
係
者
は
、
そ
れ
ら
（
行
政
決
定
）
の
根
拠

と
な
っ
て
い
る
法
的
階
級
を
有
す
る
規
範
が
法
律
（
D
erecho）
と
一
致
し
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
あ
る
行
為
ま
た
は
あ
る
条
項
に
正
当
に

異
議
を
唱
え
る
こ
と
が
で
き
る
。⽜
最
高
裁
判
所
は
、
こ
れ
は
何
ら
の
異
例
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
単
に
⽛
司
法
機
関
を
、
憲

法
裁
判
所
に
（
訴
訟
の
本
案
判
決
に
先
立
つ
）
あ
る
問
題
を
提
起
す
る
権
限
を
行
使
す
る
立
場
⽜
に
置
く
だ
け
で
あ
る
、
と
指
摘
し
た
。

こ
の
⽛
裁
判
所
で
の
終
結
⽜
と
い
う
結
論
は
、
可
能
で
あ
れ
ば
、
上
訴
人
が
欧
州
連
合
法
違
反
を
申
し
立
て
る
場
合
、
よ
り
大
き
な
理

由
で
適
用
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
場
合
、
通
常
の
司
法
機
関
は
、
原
則
と
し
て
事
前
に
予
審
問
題
を
上
申
せ
ず
に
、
欧
州
連
合
法
違

反
と
さ
れ
る
そ
の
法
的
地
位
を
有
す
る
規
範
を
適
用
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
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（
二
）
政
令
（
decretos-leyes）
は
法
律
（
leyes）
と
同
一
の
司
法
上
の
敬
意
を
受
け
る
に
値
し
な
い

通
常
裁
判
所
は
、
政
令
（
decretos-leyes）
に
対
し
、
普
段
法
律
（
leyes）
を
取
り
扱
う
場
合
と
同
じ
よ
う
な
敬
意
を
示
す
べ
き
で
は

な
く
、
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
低
い
敬
意
を
示
す
べ
き
で
あ
る
、
と
強
調
す
る
の
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
対
応
す
る
政

令
（
decreto-ley）
が
法
律
（
D
erecho）
に
適
合
す
る
か
否
か
を
検
討
す
る
際
、
た
と
え
ば
、（
ⅰ
）
あ
る
違
憲
問
題
が
上
申
さ
れ
て
い

る
か
否
か
、
ま
た
は
欧
州
連
合
司
法
裁
判
所
に
予
備
問
題
が
上
申
さ
れ
て
い
る
か
否
か
、（
ⅱ
）
そ
の
政
令
（
decreto-ley）
を
適
用
す
る

か
、
ま
た
は
連
合
法
違
反
を
理
由
に
そ
の
政
令
を
適
用
し
な
い
か
、（
ⅲ
）
問
題
と
さ
れ
る
法
的
階
級
を
備
え
た
規
範
の
適
用
に
お
い
て
発

せ
ら
れ
る
行
為
の
即
時
実
行
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
賠
償
不
可
能
ま
た
は
困
難
な
損
害
に
直
面
し
て
い
る
上
訴
人
の
正

当
な
権
利
と
利
益
を
保
護
す
る
た
め
の
予
防
的
措
置
を
採
用
す
る
必
要
が
あ
る
か
否
か
、
を
決
定
す
る
際
に
、
そ
う
す
る
必
要
が
あ
る
。

憲
法
裁
判
所
は
、
同
様
の
観
点
か
ら
、⽛
正
当
な
権
限
に
由
来
す
る
行
為
ま
た
は
規
範
に
は
正
当
性
が
推
定
さ
れ
る
と
い
う
考
え
は
、
機

関
と
大
衆
意
思
と
の
関
係
が
よ
り
直
接
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
増
し
、そ
れ
が
議
員
の
場
合
は
そ
れ
が
最
大
限
に
達
す
る
。

な
ぜ
な
ら
、議
員
は
ま
さ
に
大
衆
意
思
を
代
表
す
る
者
だ
か
ら
で
あ
る
。⽜と
指
摘
し
た
（
24
）。
こ
れ
は
、予
審
に
付
さ
れ
る
規
範
の
創
造
者
が
、

大
衆
意
思
と
の
関
係
が
議
会
ほ
ど
直
接
的
で
は
な
い
政
府
で
あ
る
場
合
、
そ
の
（
正
当
性
の
）
推
定
は
よ
り
弱
く
な
る
べ
き
こ
と
を
意
味

す
る
。

裁
判
所
が
法
律
（
leyes）
を
検
討
す
る
際
に
自
己
規
制
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
主
な
理
由
は
、
法
律
は
公
的
手
続
き
を
通
じ
、
国
民

を
最
も
よ
く
代
表
す
る
機
関
に
よ
り
す
で
に
入
念
に
検
討
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
少
数
派
を
含
む
す
べ
て
の
政
治
勢
力
が
参
加
し
広
く

討
議
す
る
こ
と
が
で
き
、
恣
意
的
か
つ
均
衡
を
欠
い
た
規
制
（
regulaciones）
が
確
立
さ
れ
る
危
険
性
が
十
分
に
削
減
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
あ
る
（
25
）。
こ
の
二
つ
の
状
況
は
い
ず
れ
も
、
政
令
（
decretos-leyes）
の
場
合
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
政
令
（
decre-

tos-leyes）
は
、
よ
り
民
主
的
正
当
性
の
低
い
機
関
に
よ
り
、
単
な
る
行
政
規
則
の
発
布
に
通
常
用
い
ら
れ
る
手
続
き
よ
り
も
透
明
性
と
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保
証
に
欠
け
る
手
続
き
を
通
じ
て
承
認
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

政
令
（
decreto-ley）
を
⽛
認
定
（
convalida）⽜
す
る
た
め
の
下
院
（
Congreso）
に
よ
る
事
後
的
介
入
が
⽛
補
償
（
com
pensar）⽜

を
認
め
ず
、
民
主
的
正
当
性
の
欠
如
、
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
そ
の
規
範
は
通
常
の
立
法
手
続
き
を
通
じ
て
一
般
国
会
に
よ
り
承
認
さ
れ
た

も
の
で
は
な
く
、
政
府
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
さ
え
認
め
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
点
は
興
味

深
い
（
26
）。
そ
の
理
由
は
、
認
定
手
続
き
が
不
十
分
な
た
め
、
検
討
対
象
と
さ
れ
る
規
範
に
つ
い
て
の
政
治
参
加
、
議
論
、
改
善
、
お
よ
び
統

制
の
可
能
性
が
極
め
て
低
い
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
手
続
き
で
は
、
実
際
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
る
。（
ⅰ
）
法
律
（
leyes）
の

制
定
時
に
は
立
法
議
会
の
両
方
が
参
与
す
る
が
、（
政
令
の
場
合
は
）
立
法
議
会
の
片
方
、
す
な
わ
ち
下
院
（
Congreso）
し
か
介
入
し
な

い
、（
ⅱ
）（
下
院
が
政
令
に
）
変
更
を
加
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
検
討
対
象
の
本
文
を
改
善
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
追
認

ま
た
は
廃
止
の
択
一
と
な
る
、（
ⅲ
）
政
府
の
あ
る
構
成
員
が
、
下
院
に
、
政
令
（
decreto-ley）
を
発
布
⽛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由

（
lasrazonesquehan
obligado）⽜
を
表
明
し
、
そ
の
後
の
討
議
は
全
体
の
た
め
に
確
立
さ
れ
た
規
定
に
し
た
が
っ
て
行
わ
れ
る
（
27
）。
つ
ま

り
、
ま
ず
賛
成
派
に
順
番
が
与
え
ら
れ
、
つ
ぎ
に
反
対
派
に
十
五
分
間
が
与
え
ら
れ
た
の
ち
、
国
会
議
員
集
団
は
わ
ず
か
十
分
間
で
そ
れ

ぞ
れ
の
立
場
を
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
28
）。

議
会
が
そ
の
審
議
に
付
さ
れ
た
政
令
（
decretos-leyes）
に
対
し
て
果
た
す
制
御
機
能
が
、
如
何
に
過
度
に
寛
容
か
つ
脆
弱
で
あ
る
か

を
示
す
資
料
が
あ
る
。
憲
法
の
効
力
が
発
生
し
て
か
ら
最
初
の
四
十
年
間
、
政
府
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
五
七
六
件
の
（
政
令
の
）
う
ち
、

認
定
が
拒
絶
さ
れ
た
の
は
わ
ず
か
四
件
で
あ
っ
た
。
し
か
も
拒
絶
さ
れ
た
四
件
の
う
ち
一
件
は
誤
り
で
あ
り
、
訂
正
後
⽛
承
知
し
た
⽜
と

承
認
さ
れ
、
新
た
な
政
令
（
decreto-ley）
が
認
定
さ
れ
た
（
29
）。

同
様
に
、
政
府
は
正
規
の
規
定
や
法
的
階
級
を
伴
う
規
範
案
の
構
想
を
練
る
場
合
、
実
施
す
べ
き
一
定
の
手
続
き
が
あ
り
、
こ
れ
よ
り

そ
れ
ら
の
法
律
（
D
erecho）
と
の
合
致
、
品
質
、
成
功
が
あ
る
程
度
保
証
さ
れ
る
が
、
政
令
（
decretos-leyes）
は
通
常
、
そ
う
し
た
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手
続
き
を
ひ
と
つ
も
遵
守
せ
ず
に
承
認
さ
れ
る
点
に
も
注
意
を
要
す
る
。
実
際
、
政
府
の
法
律
（
Ley）
50/1997（
十
一
月
二
十
七
日
）

第
二
十
六
条
は
、⽛
法
律
（
ley）
の
基
本
構
想
、
お
よ
び
王
立
法
政
令
（
realdecretolegislativo）
と
正
規
の
規
範
案
を
推
敲
す
る
際
は
、

（
つ
ぎ
に
参
照
す
る
手
続
き
と
統
合
さ
れ
る
手
段
に
よ
り
）
調
整
さ
れ
る
⽜
と
定
め
る
。
こ
の
規
定
を
反
対
解
釈
す
る
と
、
政
令
（
de-

creto-ley）
案
を
作
成
す
る
際
は
そ
の
よ
う
な
手
続
き
を
遵
守
す
る
義
務
が
な
い
こ
と
を
明
瞭
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
換
言
す
る

と
、
こ
の
場
合
、
政
府
は
、
以
下
の
事
柄
を
完
全
に
省
く
こ
と
が
で
き
、
実
際
、
通
常
は
省
か
れ
て
い
る
。

ⅰ

自
発
性
（
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
）
で
解
決
さ
れ
る
問
題
、
そ
の
承
認
の
必
要
性
、
機
会
、
目
的
、
お
よ
び
可
能
な
解
決
代
案
に
関
し
、
規

範
か
ら
将
来
影
響
を
受
け
る
可
能
性
の
あ
る
人
々
を
よ
く
代
表
す
る
人
々
や
組
織
か
ら
の
公
開
意
見
聴
取
。

ⅱ

規
範
に
よ
り
正
当
な
権
利
ま
た
は
利
益
に
影
響
を
被
る
人
々
、
お
よ
び
そ
の
対
象
と
の
直
接
的
な
関
連
の
維
持
を
目
的
と
す
る
人
々

を
集
団
化
ま
た
は
代
表
す
る
国
民
お
よ
び
組
織
ま
た
は
協
会
に
対
す
る
公
開
情
報
と
意
見
聴
取
の
手
続
き
。

ⅲ

以
下
に
示
す
事
柄
の
説
明
を
含
む
、
規
範
確
立
に
よ
る
影
響
分
析
報
告
書
。（
⚑
）（
規
範
）
提
案
の
好
機
で
あ
り
、
提
案
の
必
要
も

あ
る
こ
と
。
検
討
対
象
た
る
規
制
の
代
替
案
。（
⚒
）
問
題
と
な
っ
て
い
る
規
定
の
内
容
と
そ
の
法
的
分
析
、（
⚓
）
当
該
措
置
の
経
済
・

予
算
上
の
影
響
。
当
該
規
範
の
影
響
を
受
け
る
地
域
、
集
団
ま
た
は
業
者
に
そ
れ
を
適
用
し
た
後
に
発
生
す
る
結
果
に
つ
い
て
評
価
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
で
は
、
競
争
相
手
、
市
場
単
位
、
競
争
力
へ
の
影
響
、
お
よ
び
そ
の
分
野
の
現
行
法
と
の
調
和
に
つ
い
て

触
れ
る
必
要
が
あ
る
。（
⚔
）
と
り
わ
け
中
小
企
業
に
と
っ
て
の
、
規
範
確
立
の
提
案
に
必
然
的
に
伴
う
経
営
負
担
に
関
す
る
評
価
。

（
⚕
）
商
品
へ
の
影
響
。
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ⅳ

国
務
院
の
報
告
書
。

ⅴ

提
案
す
る
省
ま
た
は
省
の
一
般
技
術
事
務
局
の
報
告
書
。

ⅵ

そ
の
（
規
範
の
）
文
言
の
適
切
さ
と
適
法
性
を
保
証
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
と
評
価
で
き
る
他
の
研
究
成
果
と
意
見
。

立
法
者
が
こ
う
し
た
手
続
き
の
実
行
義
務
を
定
め
た
の
は
、
お
そ
ら
く
当
然
な
が
ら
、
そ
れ
を
実
行
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
副
次
的
な

利
益
が
そ
の
費
用
を
上
回
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
利
害
関
係
を
有
す
る
国
民
は
、
こ
う
し
た
申
立
て
手
続
き
に
よ
り
公
務
管
理
に
参

加
し
、
正
当
な
権
利
・
利
益
を
聞
い
て
も
ら
い
保
護
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
上
、
行
政
機
関
は
、
通
常
、
対
処
し
よ
う
と
す

る
規
制
上
の
問
題
を
可
能
な
限
り
よ
り
良
い
方
法
で
解
決
す
る
の
に
非
常
に
役
立
つ
貴
重
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ

て
、
前
述
の
手
続
き
を
遵
守
す
る
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
に
入
念
に
準
備
さ
れ
た
規
定
の
正
当
性
と
質
が
大
幅
に
増
す
と
と
も
に
、
そ
の
規

定
が
法
律
に
適
合
す
る
見
込
み
も
高
ま
り
、
関
係
す
る
す
べ
て
の
権
利
・
利
益
の
間
の
正
し
い
均
衡
が
達
成
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
こ
と
は
、（
も
し
）
そ
う
し
た
手
続
き
を
完
全
に
省
略
し
て
し
ま
え
ば
、
対
応
す
る
規
範
的
規
定
の
正
当
性
と
質
が
大
幅
に
低
下
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
規
範
に
、
法
律
に
適
合
し
た
、
均
整
の
と
れ
た
適
切
な
、
影
響
を
受
け
る
利
益
全
体
を
十
分
に
満
足
さ
せ
る
よ
う
な
制
限

が
含
ま
れ
る
見
込
み
も
大
き
く
低
下
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
手
続
き
を
慎
重
に
遵
守
し
て
準
備
さ

れ
た
行
政
規
定
は
、
こ
れ
ら
の
手
続
き
を
す
べ
て
完
全
に
切
り
捨
て
て
発
令
さ
れ
た
も
の
よ
り
も
、
当
然
、
よ
り
大
き
な
司
法
上
の
尊
敬

を
受
け
る
に
値
す
る
の
で
あ
る
。
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（
三
）
欧
州
連
合
法
に
違
反
す
る
政
令
（
decretos-leyes）
の
（
司
法
上
お
よ
び
行
政
上
の
）
不
適
用

ス
ペ
イ
ン
王
国
の
裁
判
所
は
、
対
応
す
る
政
令
（
decretos-leyes）
の
適
用
に
よ
り
生
じ
た
状
況
や
法
的
行
為
に
対
抗
措
置
の
行
為
が

取
ら
れ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
場
合
、
独
断
で
、
─
原
則
と
し
て
予
審
問
題
を
上
申
す
る
必
要
な
し
に
─
、
そ
の
判
断
に
よ
れ
ば
欧
州
連

合
法
の
原
則
ま
た
は
規
定
に
違
反
す
る
も
の
を
適
用
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
（
30
）。
た
と
え
ば
、
V
T
C
分
野
に
関
し
て
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
自
治

州
政
府
が
発
表
し
た
措
置
の
一
部
が
、
サ
ー
ビ
ス
の
設
立
と
提
供
の
自
由
に
対
す
る
差
別
的
で
並
外
れ
た
制
限
を
構
成
す
る
と
考
え
る
の

は
、
決
し
て
常
軌
を
逸
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
国
内
の
司
法
機
関
は
、
そ
の
事
例
で
適
用
さ
れ
る
欧
州
連
合
法
の
規
定
の
解
釈
が
既
に
十

分
に
明
ら
か
な
場
合
を
除
き
、
唯
一
ま
た
は
最
終
の
審
級
に
お
い
て
あ
る
事
件
の
判
決
を
下
す
場
合
に
限
り
、（
欧
州
）
司
法
裁
判
所
に
対

し
予
審
問
題
を
作
成
す
る
義
務
が
あ
る
（
31
）。

ま
た
、
行
政
当
局
や
私
法
上
の
法
人
で
さ
え
、
公
務
に
従
事
す
る
場
合
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
れ
が
す
で
に
法
的
階
級
に
あ
る
も
の
か

規
定
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
欧
州
連
合
法
に
違
反
す
る
と
考
え
ら
れ
る
国
の
規
範
的
規
定
を
、
独
断
で
適
用
し
な
い

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
司
法
裁
判
所
の
判
例
で
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
32
）。
こ
れ
ら
の
当
局
が
欧
州
連
合
の
機
能
に
関
す
る

条
約
（
T
ratado
de
Funcionam
iento
de
la
U
nión
Europea）
第
二
五
七
条
の
目
的
の
た
め
に
⽛
司
法
機
関
（
órganosjurisdiccio-

nales）⽜
と
み
な
さ
れ
る
の
に
必
要
な
特
徴
、
す
な
わ
ち
法
的
起
源
を
持
ち
、
常
設
か
つ
独
立
し
た
機
関
で
あ
り
、
強
制
性
を
備
え
た
管
轄

権
を
持
ち
、
そ
の
決
定
手
続
き
に
矛
盾
命
題
が
あ
り
、
法
的
規
範
に
し
た
が
っ
て
解
決
す
る
、
と
い
う
特
徴
を
備
え
て
い
る
場
合
、
こ
れ

ら
が
そ
の
義
務
か
ら
⽛
解
放
（
liberarse）⽜
さ
れ
る
唯
一
の
可
能
性
は
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
裁
判
所
に
対
し
、
任
意
に
予
審
問
題
を
作
成

す
る
こ
と
で
あ
る
（
33
）。
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（
四
）
憲
法
違
反
の
政
令
（
decretos-leyes）
の
行
政
上
の
不
適
用

本
稿
は
、
別
の
所
で
、
行
政
は
、
そ
の
判
断
に
よ
れ
ば
ス
ペ
イ
ン
憲
法
の
規
定
に
違
反
す
る
と
考
え
ら
れ
る
法
的
階
級
を
有
す
る
規
範

を
適
用
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
そ
し
て
（
そ
の
よ
う
な
場
合
は
）
適
用
す
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
た
（
34
）。
合
憲
の
規
範
と
そ
れ
よ

り
下
位
の
階
級
に
あ
る
規
範
と
の
間
に
矛
盾
が
生
じ
て
お
り
、
か
つ
違
憲
問
題
を
上
申
す
る
可
能
性
が
な
い
場
合
、
合
憲
規
範
を
下
位
規

範
よ
り
も
優
位
に
立
た
せ
る
唯
一
の
方
法
は
、
前
者
を
直
接
適
用
し
、
後
者
を
適
用
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。

反
対
に
、
行
政
が
た
と
え
違
憲
と
考
え
て
も
法
的
階
級
を
備
え
た
規
範
の
適
用
を
や
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
評
価
す
る
な
ら
、
違
憲

と
考
え
ら
れ
る
規
範
に
基
づ
き
指
図
さ
れ
た
行
為
に
抗
議
す
る
人
々
に
、
裁
判
所
で
行
政
上
訴
を
す
る
よ
う
強
い
る
と
い
う
承
諾
し
が
た

い
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
⽛
行
政
上
の
措
置
を
使
い
果
た
す
⽜
義
務
は
、
効
果
的
な
司
法
保
護
を
受
け
る
権
利
に
対
す
る
、

並
外
れ
た
、
無
駄
な
制
限
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
上
訴
の
解
決
を
引
き
受
け
る
行
政
機
関
は
、
違
憲
規
範
に
よ
る
損
害
を
被
る
上
訴
人
の

正
当
な
権
利
と
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
二
〇
一
八
年
五
月
二
十
一
日
、最
高
裁
判
所（
RJ2018,2383）（
núm
.

815/2018）
は
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
見
解
を
示
す
判
決
を
下
し
た
。
す
な
わ
ち
、⽛
税
金
と
残
り
の
収
入
に
関
す
る
地
方

自
治
体
公
法
の
適
用
行
為
の
隠
れ
蓑
と
な
っ
て
い
る
法
的
規
定
の
違
憲
性
が
も
っ
ぱ
ら
議
論
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
を
発
表
す
る
権
限
ま
た

は
そ
れ
に
対
す
る
権
限
を
有
す
る
者
に
提
案
す
る
権
限
を
持
た
な
い
こ
と
に
関
す
る
問
題
は
、
そ
れ
が
取
り
扱
う
法
的
規
範
の
適
用
を
強

制
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
後
の
行
政
訴
訟
の
可
能
性
を
前
提
と
し
て
、
義
務
的
な
も
の
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
準
備
さ
れ
た
適
合
す
る

行
政
上
訴
の
申
し
立
て
を
強
制
す
る
結
果
に
は
な
ら
な
い
。⽜
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（
五
）
政
令
（
decretos-leyes）
の
適
用
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
状
況
お
よ
び
行
為
に
対
す
る
予
防
的
措
置

（
五
）
の
一

基
礎

政
令
（
decreto-ley）
が
⽛
も
っ
ぱ
ら
（
sólo）⽜
憲
法
に
違
反
す
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
、
裁
判
所
は
違
憲
問
題
を
上
申
し
、
そ
の
解

決
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
と
き
裁
判
所
は
、
そ
の
間
に
、
と
り
わ
け
異
議
を
唱
え
ら
れ
て
い
る
行
動
が
即
時
に
実
行
さ
れ
る
と
、

そ
の
後
の
判
決
で
は
完
全
に
償
う
こ
と
の
で
き
な
い
損
害
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
場
合
、
上
訴
人
の
権
利
を
実
質
的
に
保
護

す
る
た
め
、
適
切
で
必
要
か
つ
均
整
の
と
れ
た
予
防
的
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

異
議
を
唱
え
ら
れ
て
い
る
行
為
が
あ
る
政
令
（
decreto-ley）
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
た
と
い
う
単
な
る
状
況
は
、
そ
の
一
時
停
止
が

で
き
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
く
、
正
当
な
人
々
の
権
利
を
実
際
に
保
護
す
る
た
め
の
他
の
均
整
の
と
れ
た
予
防
的
措
置
を
と
る
こ

と
の
妨
げ
に
も
な
ら
な
い
。
通
常
裁
判
所
に
の
し
か
か
る
、
あ
る
法
的
階
級
を
備
え
た
規
範
の
不
適
用
を
決
め
る
判
決
を
独
断
で
下
し
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
禁
止
は
、
当
該
規
範
の
適
用
に
よ
り
生
じ
る
具
体
的
な
決
定
や
法
的
状
況
の
効
果
を
、
予
防
的
に
禁
じ
る
こ
と
を
妨

げ
は
し
な
い
。

こ
の
説
が
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
確
固
た
る
理
由
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。（
ⅰ
）
最
初
の
も
っ
と
も
重
要
な
点
は
、
予
防
的
措
置
を
と

る
可
能
性
の
あ
る
前
述
の
状
況
を
否
定
す
る
と
、
そ
れ
は
、
原
告
が
、
効
果
的
な
司
法
保
護
を
受
け
る
権
利
の
核
心
的
な
内
容
の
ひ
と
つ
、

す
な
わ
ち
、
現
実
的
な
効
果
を
も
た
ら
す
た
め
に
し
ば
し
ば
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
こ
ろ
の
予
防
的
に
保
護
さ
れ
る
権
利
を
完
全
に
奪
わ

れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
点
で
あ
る
（
35
）。
憲
法
上
そ
の
よ
う
な
剥
奪
を
指
示
す
る
規
定
は
な
く
、
こ
れ
は
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
ⅱ
）
第
二
は
、
た
と
え
ば
民
事
訴
訟
や
行
政
訴
訟
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
措
置
を
採
用
で
き
る
条
件
を
規
制
す
る
規
定
は
、
原
告
の

申
立
て
理
由
の
如
何
に
よ
り
、
そ
れ
ら
を
採
用
す
る
可
能
性
を
排
除
し
た
り
制
限
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
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非
常
に
論
理
的
か
つ
納
得
で
き
る
説
明
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
─
そ
れ
が
基
礎
を
置
い
て
い
る
と
こ
ろ
の
法
的
階
級

を
備
え
た
規
範
は
違
憲
で
あ
る
と
（
の
論
理
を
）
展
開
し
得
る
よ
う
に
─
、
行
政
決
定
に
異
議
を
申
し
立
て
る
可
能
性
が
異
議
申
立
て

理
由
に
よ
り
制
限
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
上
訴
人
の
予
備
的
な
保
護
も
ま
た
そ
う
し
た
理
由
に
よ
り
制
限
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
首
尾
一

貫
し
て
い
る
と
い
え
る
。

（
ⅲ
）
反
対
の
結
論
は
、
憲
法
裁
判
所
の
十
月
三
日
の
組
織
法
（
Ley
O
rgánica）
2/1979
第
三
十
条
（
以
下
、
LO
T
C）
に
よ
り
課
さ

れ
て
は
い
な
い
。
そ
こ
か
ら
は
⽛
上
訴
ま
た
は
違
憲
問
題
の
承
認
は
、
憲
法
第
一
六
一
条
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
保
護
さ
れ
て
い
る
政
府

が
、
首
相
を
通
じ
て
、
法
律
（
leyes）、
規
範
的
規
定
、
ま
た
は
自
治
州
法
に
基
づ
く
効
力
を
有
す
る
行
為
に
異
議
を
唱
え
る
場
合
は
別
と

し
て
、
法
律
（
ley）、
規
範
的
規
定
、
ま
た
は
法
律
（
ley）
の
効
力
を
有
す
る
行
為
の
有
効
性
ま
た
は
適
用
を
一
時
停
止
す
る
も
の
で
は

な
い
⽜
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
約
束
事
は
憲
法
に
し
た
が
っ
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
、

憲
法
裁
判
所
に
よ
る
あ
る
法
律
（
ley）
の
適
用
の
予
防
的
一
時
停
止
を
断
定
的
に
禁
じ
て
い
る
か
否
か
は
、
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。
立
法

者
が
こ
こ
に
確
立
し
た
い
と
願
っ
た
の
は
、
事
件
の
状
況
を
慎
重
に
判
断
し
た
後
に
、
そ
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
例
外
的
に
合
意
さ
れ
る
可

能
性
を
排
除
す
る
こ
と
な
く
、
単
純
に
、
単ㅟ

にㅟ

あㅟ

るㅟ

上ㅟ

訴ㅟ

まㅟ

たㅟ

はㅟ

問ㅟ

題ㅟ

をㅟ

許ㅟ

容ㅟ

しㅟ

たㅟ

こㅟ

とㅟ

でㅟ

、
自ㅟ

動ㅟ

的ㅟ

にㅟ

そㅟ

のㅟ

よㅟ

うㅟ

なㅟ

一ㅟ

時ㅟ

停ㅟ

止ㅟ

がㅟ

決ㅟ

まㅟ

るㅟ

わㅟ

けㅟ

でㅟ

はㅟ

なㅟ

いㅟ

（
七ㅟ

月ㅟ

十ㅟ

四ㅟ

日ㅟ

、
憲ㅟ

法ㅟ

裁ㅟ

判ㅟ

所ㅟ

判ㅟ

決ㅟ

、
9ㅟ

0ㅟ

/ㅟ

2ㅟ

0ㅟ

1ㅟ

0ㅟ

、
Rㅟ

Tㅟ

Cㅟ

2ㅟ

0ㅟ

1ㅟ

0ㅟ

,ㅟ

9ㅟ

0ㅟ

）
と
考
え
る
こ
と
は
、
決
し
て
不
合
理
で
は
な
い
。

こ
の
意
味
で
、
ハ
ビ
エ
ル
・
デ
ル
ガ
ド
・
バ
リ
ヨ
（
JavierD
elgadoBarrio）
判
事
は
、
彼
の
個
人
的
見
解
の
な
か
で
、
前
述
の
可
能
性

は
立
法
者
に
よ
っ
て
明
示
的
に
予
想
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
排
除
も
さ
れ
て
い
な
い
と
警
告
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
沈
黙
は
、

断
定
的
な
禁
止
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
、
裁
判
が
審
理
さ
れ
て
い
る
間
、
と
く
に
重
要
な
あ
る
利
益
を
、

取
り
返
し
の
つ
か
な
い
損
害
を
受
け
る
危
険
性
か
ら
保
護
す
る
必
要
性
は
、
憲
法
裁
判
所
が
そ
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
た
法
的
階
級
を
有
す

る
規
定
を
例
外
的
に
一
時
停
止
で
き
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
。
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
Lㅟ

Oㅟ

Tㅟ

Cㅟ

第ㅟ

三ㅟ

十ㅟ

条ㅟ

がㅟ

、
問ㅟ

題ㅟ

とㅟ

さㅟ

れㅟ

るㅟ

規ㅟ

定ㅟ

のㅟ

適ㅟ

用ㅟ

にㅟ

おㅟ

いㅟ

てㅟ

指ㅟ

図ㅟ

さㅟ

れㅟ

たㅟ

行ㅟ

為ㅟ

のㅟ

予ㅟ

防ㅟ

的ㅟ

一ㅟ

時ㅟ

停ㅟ

止ㅟ

まㅟ

でㅟ

禁ㅟ

止ㅟ

しㅟ

てㅟ

いㅟ

るㅟ

とㅟ

理ㅟ

解ㅟ

すㅟ

るㅟ

こㅟ

とㅟ

はㅟ

容ㅟ

認ㅟ

でㅟ

きㅟ

なㅟ

いㅟ

。
こ
の
よ
う
に
広
義
の
意
味
で
解
釈
さ
れ
た
場
合
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
理
由
に
よ
り
、
重
大

な
憲
法
違
反
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
規
定
は
、
上
訴
ま
た
は
違
憲
問
題
の
容
認
は
、
第ㅟ

二ㅟ

十ㅟ

四ㅟ

条ㅟ

のㅟ

一ㅟ

般ㅟ

的ㅟ

なㅟ

効ㅟ

力ㅟ

にㅟ

よㅟ

りㅟ

、
必

ず
し
も
検
討
対
象
に
な
っ
て
い
る
規
範
の
適
用
の
一
時
停
止
を
伴
う
も
の
で
は
な
い
と
定
め
て
い
る
と
結
論
付
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
そ
の
保
護
下
で
指
図
さ
れ
た
行
為
が
、
欧
州
共
同
体
（
CE）
の
求
め
に
し
た
が
い
、
予
防
的
措
置
の
対
象
と
な
り
得
る
こ
と
は
ま
た

別
の
話
な
の
で
あ
る
。

（
ⅳ
）
同
様
の
理
由
で
、
憲
法
第
一
六
三
条
も
そ
の
よ
う
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
同
規
定
は
⽛
あ
る

司
法
機
関
が
、
あ
る
訴
訟
に
お
い
て
、
当
該
事
件
に
適
用
さ
れ
、
そ
の
判
決
が
そ
の
効
力
の
如
何
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
の
あ
る
法
的
階
級

を
備
え
た
規
範
が
憲
法
に
違
反
し
得
る
と
判
断
し
た
時
は
、
そ
の
推
測
を
、
法
律
上
定
め
ら
れ
た
形
式
と
効
果
に
よ
り
、
如ㅟ

何ㅟ

なㅟ

るㅟ

場ㅟ

合ㅟ

でㅟ

もㅟ

一ㅟ

時ㅟ

停ㅟ

止ㅟ

さㅟ

れㅟ

るㅟ

こㅟ

とㅟ

なㅟ

くㅟ

、
憲
法
裁
判
所
へ
問
題
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。⽜
と
定
め
る
。
こ
の
最
後
の
節
は
、
効
果
的
な
司
法

保
護
を
受
け
る
権
利
の
求
め
に
照
ら
し
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
憲
法
は
た
だ
単
に
、
一ㅟ

般ㅟ

的ㅟ

なㅟ

効ㅟ

果ㅟ

とㅟ

しㅟ

てㅟ

、
憲
法
違

反
の
問
題
提
起
が
検
討
対
象
と
さ
れ
る
法
律
（
ley）
の
一
時
停
止
を
意
味
す
る
こ
と
を
排
除
し
た
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
と
は

別
に
、
裁
判
所
は
、
問
題
を
上
申
す
る
前
で
さ
え
、
そ
の
適
用
に
お
い
て
指
図
さ
れ
た
行
為
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
正
当
な
権
利
と
利
益

を
実
際
に
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
予
防
的
措
置
を
採
用
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
ⅴ
）
さ
ら
に
前
述
の
事
柄
、
す
な
わ
ち
、
法
律
（
ley）
の
適
用
に
お
い
て
指
図
さ
れ
る
行
為
に
対
す
る
予
防
的
措
置
を
採
用
す
る
こ
と

が
で
き
な
け
れ
ば
、
影
響
を
受
け
る
人
々
の
効
果
的
な
司
法
保
護
を
受
け
る
権
利
を
著
し
く
侵
害
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
私
た
ち
が
検
討

し
て
い
る
こ
の
有
害
か
つ
憲
法
違
反
の
慣
行
を
助
長
す
る
こ
と
に
も
な
る
と
い
う
点
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

（
ⅵ
）欧
州
連
合
法
は
、こ
こ
で
私
た
ち
が
擁
護
す
る
説
を
明
確
に
支
持
し
て
い
る
が
、こ
こ
で
は
二
つ
の
推
測
を
区
別
す
べ
き
で
あ
る
。
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最
初
の
問
題
は
、
法
的
階
級
を
備
え
た
規
範
が
連
合
法
に
反
す
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
提
起
さ
れ
る
。
二
つ
目
は
、
そ
の
よ
う
な
規
範

が
ス
ペ
イ
ン
憲
法
に
違
反
し
て
い
る
と
疑
わ
れ
る
場
合
で
あ
る
。

最
初
の
ケ
ー
ス
に
与
え
ら
れ
る
解
決
策
は
、
何
十
年
も
の
間
、
疑
い
の
余
地
な
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。
一
九
九
〇
年
六
月
十
九
日
の
判

決
（
T
JCE
1991,12）（
Factortam
e,C-213/89）
に
お
い
て
、
司
法
裁
判
所
は
、
国
内
裁
判
所
は
、
共
同
体
法
か
ら
派
生
し
た
権
利
が
、

あ
る
国
内
法
に
基
づ
き
侵
害
さ
れ
そ
う
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
国
内
の
法
的
法
令
（
ordenam
ientojurídico）
が
そ
う
し
た
予
防
的
措
置

の
採
用
を
禁
止
し
、
共
同
体
法
と
の
適
合
性
に
関
す
る
問
題
が
解
決
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
そ
れ
は
共
同
体
法
に
適
合
し
て
い
る
と
の
推
定

が
働
く
と
い
う
推
測
が
確
立
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
そ
れ
を
効
果
的
に
保
護
す
る
た
め
の
予
防
的
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
十
分
に
明
ら
か
に
し
た
。
裁
判
所
は
三
つ
の
論
拠
に
基
づ
き
こ
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
第
一
に
、
一

九
七
八
年
三
月
九
日
の
判
決
の
文
言
（
Sim
enthal,C-106/77）
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、⽛
権
限
を
有
す
る
裁
判
官
が
、（
共

同
体
の
）
法
律
を
適
用
し
、
そ
の
適
用
と
同
時
に
、
一
時
的
な
も
の
も
含
め
、
共
同
体
規
範
の
完
全
な
る
効
力
の
障
害
物
と
な
り
得
る
国

内
立
法
規
定
を
排
除
す
る
た
め
に
必
要
な
す
べ
て
の
こ
と
を
行
う
権
限
の
行
使
を
拒
否
す
る
と
い
う
事
実
に
よ
り
共
同
体
法
の
効
果
を
削

減
す
る
よ
う
な
、
す
べ
て
の
国
内
法
の
法
的
法
令
規
定
、
ま
た
は
す
べ
て
の
立
法
的
・
行
政
的
ま
た
は
司
法
的
慣
行
は
、
共
同
体
法
本
来

の
性
質
に
固
有
の
要
求
と
大
き
く
矛
盾
す
る
。⽜
第
二
に
、
つ
ぎ
の
こ
と
が
付
け
加
え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、⽛
も
し
あ
る
国
内
法
の
規
範

が
、
本
訴
訟
は
共
同
体
法
に
準
拠
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
裁
判
官
が
、
共
同
体
法
に
基
づ
き
主
張
さ
れ
る
権
利
の
存
在
に
つ

い
て
（
効
力
が
）
及
ぶ
は
ず
の
司
法
決
定
の
完
全
な
効
力
を
保
証
す
る
た
め
の
一
時
的
措
置
を
認
め
る
こ
と
を
妨
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と

す
る
な
ら
、
共
同
体
法
の
完
全
な
効
力
も
ま
た
限
ら
れ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。⽜
最
後
に
（
裁
判
所
は
）、
欧
州
経
済
共
同
体
設
立
条
約

第
一
七
七
条
の
な
か
で
あ
ら
か
じ
め
予
想
さ
れ
て
い
た
予
審
問
題
の
制
度
の
効
力
は
（
36
）、⽛
司
法
裁
判
所
が
そ
の
予
審
問
題
に
応
答
す
る
ま

で
手
続
き
を
一
時
停
止
す
る
国
内
司
法
機
関
が
、
司
法
裁
判
所
の
応
答
後
に
採
用
さ
れ
る
決
定
を
宣
告
す
る
ま
で
一
時
的
な
措
置
を
認
め
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る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
な
ら
、
損
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
⽜
と
指
摘
す
る
。
換
言
す
る
と
、
司
法
裁
判
所
、
そ
し
て
最
終
的

に
は
国
内
裁
判
所
自
身
が
採
用
す
る
決
定
の
効
力
を
保
証
す
る
に
は
、
予
防
的
措
置
が
必
要
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
を
請
求
し
得
る
の
で
あ

る
。そ

れ
以
外
の
方
法
が
あ
り
え
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
解
決
策
は
、
今
日
、
ス
ペ
イ
ン
法
学
に
お
い
て
ま
っ
た
く
正
常
に
受
け
入
れ
ら
れ

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
最
高
裁
判
所
は
い
く
つ
か
の
判
例
に
お
い
て
、
行
政
訴
訟
の
過
程
で
予
防
的
措
置
を
採
用
す
る
た
め
通
常
用
い
ら

れ
る
法
的
お
よ
び
法
律
学
的
な
判
断
基
準
の
適
用
に
関
し
、
原
告
の
主
張
す
る
連
合
法
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
設
立
の
自
由
と
相
容
れ
な
い

大
規
模
商
業
施
設
に
対
す
る
税
を
調
整
す
る
立
法
規
定
に
基
づ
き
指
図
さ
れ
た
清
算
を
一
時
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
最

近
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
司
法
裁
判
所
が
、
あ
る
類
似
し
た
規
定
の
矛
盾
を
宣
言
し
、
さ
ら
に
は
、
欧
州
連
合
検
察
庁
（
D
irección

GeneraldeFiscalidad
delaU
nión
Europea）
が
、
問
題
と
さ
れ
る
法
的
規
範
に
関
連
し
、
ス
ペ
イ
ン
王
国
に
対
す
る
違
反
手
続
き
を

開
始
し
た
こ
と
か
ら
、
と
く
に
高
等
裁
判
所
は
、
上
訴
人
の
良
い
権
利
の
徴
候
（
aparienciadebuen
derecho）（
fum
usboniiuris：

訴
訟
の
メ
リ
ッ
ト
に
関
す
る
成
功
の
可
能
性
）
の
必
要
条
件
が
一
致
し
て
い
る
か
否
か
の
立
証
を
一
時
停
止
し
た
（
37
）。

二
番
目
の
事
例
は
、
そ
の
適
用
に
お
い
て
異
議
を
唱
え
ら
れ
た
行
為
が
指
図
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
法
的
階
級
を
備
え
た
規
範
の
違
憲
性

が
申
し
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
欧
州
連
合
法
に
よ
る
規
制
は
な
い
が
、
こ
こ
に
は
あ
る
類
似
し
た
推
定
の
た
め
の
強
固
な
解
答
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
司
法
裁
判
所
は
、
一
九
九
一
年
二
月
二
十
一
日
の
判
決
（
T
JCE
1991,135）（
Zuckerfabrik,C-143/88
及
び

C-92/89）
の
な
か
で
、
国
内
司
法
機
関
は
共
同
体
に
由
来
す
る
規
範
を
適
用
し
な
い
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
共
同
体
法
に
違
反
す
る
と
評

価
さ
れ
る
規
則
が
予
審
に
付
さ
れ
る
事
件
で
は
、
裁
判
所
は
そ
の
実
施
に
お
い
て
指
図
さ
れ
る
行
政
行
為
の
実
行
を
予
防
的
に
一
時
停
止

で
き
る
と
の
考
え
を
示
し
た
。
裁
判
所
に
よ
る
と
、
共
同
体
の
規
制
は
そ
の
す
べ
て
の
要
素
が
義
務
的
で
あ
り
、
か
つ
加
盟
国
に
直
接
適

用
さ
れ
る
と
い
う
状
況
は
（
38
）、⽛
共
同
体
法
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
得
る
人
々
の
た
め
に
派
生
す
る
裁
判
上
の
保
護
を
妨
げ
得
な
い
。⽜
共
同
体

研究ノート

北研 56 (1・126) 126

スペイン王国の政令（decreto-ley）

北研 56 (1・127) 127



の
規
則
に
対
す
る
司
法
保
護
と
は
、⽛
国
内
司
法
機
関
に
こ
れ
ら
の
規
則
の
合
法
性
に
異
議
を
唱
え
る
正
当
な
人
々
の
権
利
を
意
味
し
、
司

法
裁
判
所
に
予
審
問
題
を
提
出
す
る
動
機
と
な
る
。⽜⽛
こ
の
司
法
裁
判
所
の
判
決
を
待
つ
間
、
共
同
体
の
規
則
の
無
効
を
宣
言
す
る
こ
と

の
で
き
る
、
正
当
か
つ
一
定
の
必
要
条
件
を
備
え
た
唯
一
の
有
資
格
者
が
、
問
題
と
さ
れ
る
規
則
の
効
果
を
麻
痺
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に

す
る
一
時
停
止
と
い
う
解
決
策
を
獲
得
で
き
な
い
な
ら
、
こ
の
権
利
は
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
39
）。⽜

こ
の
問
題
は
、
憲
法
と
の
適
合
性
に
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
る
あ
る
法
律
（
ley）
に
よ
り
指
図
さ
れ
た
行
政
行
為
に
異
議
が
唱
え
ら
れ
た

と
き
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
問
題
と
実
質
的
に
等
し
い
。
法
的
階
級
を
備
え
た
規
範
と
欧
州
連
合
規
制
に
関
す
る
ス
ペ
イ
ン
王
国
の
通
常
裁

判
所
の
立
場
は
完
全
に
類
似
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
事
案
に
お
い
て
、
前
記
の
司
法
機
関
は
い
ず
れ
も
、
法
律
（
D
erecho）
に
違
反
す

る
と
考
え
ら
れ
る
と
の
理
由
で
そ
れ
ら
の
規
範
の
不
適
用
を
決
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
身
に
委
ね
ら
れ
た
事
件
を
解
決
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
管
轄
裁
判
所
、
─
ま
た
は
憲
法
裁
判
所
ま
た
は
司
法
裁
判
所
─
に
そ
の
規
範
を
含
む
問
題
の
規
定
が
適
合
す

べ
き
も
の
、
─
つ
ま
り
最
初
の
事
例
で
は
ス
ペ
イ
ン
憲
法
、
二
番
目
の
事
例
で
は
欧
州
連
合
の
基
本
法
─
に
適
合
し
て
い
る
か
否
か

に
つ
い
て
宣
言
し
て
も
ら
う
た
め
、
先
に
予
審
問
題
を
上
申
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
こ
と
は
、
そ
の
よ
う

な
規
範
の
適
用
に
お
い
て
指
図
さ
れ
る
行
為
に
対
し
通
常
裁
判
所
が
予
防
的
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
何
ら
妨
げ
な
い
。
こ

れ
ら
の
機
関
が
⽛
法
律
の
支
配
に
拘
束
さ
れ
る
（
sujetosalim
periodelaley）⽜（
art.117.3CE）
状
況
に
あ
る
こ
と
は
、
ス
ペ
イ
ン
憲

法
に
由
来
す
る
正
当
な
人
々
の
た
め
の
効
果
的
な
司
法
保
護
を
妨
害
で
き
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
法
的
階
級
を
備
え
た
規
範
に
対
す
る

司
法
保
護
と
は
、正
当
な
人
々
は
司
法
機
関
に
対
し
こ
れ
ら
の
規
範
の
合
法
性
に
関
す
る
異
議
を
唱
え
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
意
味
し
、

憲
法
裁
判
所
に
予
審
問
題
を
提
起
す
る
動
機
を
与
え
る
。
こ
の
権
利
は
、
そ
れ
ら
の
規
範
の
無
効
を
宣
言
で
き
る
権
限
を
有
す
る
唯
一
の

機
関
で
あ
る
憲
法
裁
判
所
の
判
決
を
待
つ
間
、
常
に
必
要
条
件
を
満
た
す
と
推
定
さ
れ
る
正
当
な
人
々
が
、
問
題
と
さ
れ
る
規
範
的
規
則

の
効
果
を
麻
痺
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
一
時
停
止
と
い
う
解
決
策
を
手
に
入
れ
ら
れ
な
い
場
合
は
、
危
機
に
陥
れ
ら
れ
る
。
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こ
の
解
決
（
策
）
は
、
最
近
、
二
〇
一
九
年
六
月
四
日
の
最
高
裁
判
所
判
決
（
JU
R
2019,176038）（
rec.75/2019）
に
よ
り
確
認
さ

れ
た
。
上
訴
人
は
、
王
政
令
（
RealD
ecreto-ley）
10/2018
の
適
用
に
よ
り
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
フ
ラ
ン
コ
（
Francisco
Franco）

の
遺
骸
を
発
掘
し
そ
れ
を
パ
ル
ド
・
ミ
ン
ゴ
ル
ビ
オ
（
Pardo-M
ingorrubio）
墓
地
へ
移
動
す
る
こ
と
を
認
め
よ
う
と
す
る
閣
議
決
定
の

一
時
停
止
を
求
め
た
。
最
高
裁
判
所
は
、
こ
の
具
体
的
な
事
例
に
お
い
て
、
そ
の
点
に
関
す
る
決
定
を
下
す
に
は
、⽛
上
訴
の
正
当
な
目
的

の
保
護
に
留
意
す
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
勝
負
（
juego）
に
お
け
る
利
害
関
係
の
重
視
に
つ
い
て
定
め
る
裁
判
法
（
Ley
dela

Jurisdicción）
第
一
三
〇
条
一
項
に
基
づ
く
判
断
基
準
の
う
ち
最
初
の
も
の
で
あ
る
⽜
と
の
考
え
を
示
し
た
。
し
た
が
っ
て
最
高
裁
判
所

は
、
本
件
に
お
い
て
は
、⽛
上
訴
人
の
い
わ
ゆ
る
良
い
権
利
（
buen
derecho）
の
外
観
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
論
拠
、
お
よ
び

政
府
の
弁
護
士
が
却
下
を
求
め
る
論
拠
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
立
ち
入
る
に
及
ば
な
い
⽜
と
評
価
し
た
が
、
他
の
類
似
の
事
例
に
お
い
て

前
述
の
（
良
い
権
利
の
）
外
観
の
有
無
の
判
断
に
立
ち
入
る
可
能
性
は
排
除
し
な
か
っ
た
。
当
該
裁
判
所
は
、
も
っ
ぱ
ら
⽛
上
訴
の
正
当

な
目
的
⽜
の
見
込
み
と
勝
負
（
juego））
に
関
わ
る
す
べ
て
の
利
害
の
慎
重
な
判
断
か
ら
推
論
し
、
も
し
そ
の
発
掘
を
一
時
停
止
せ
ず
実
行

す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、⽛
本
件
に
は
特
異
か
つ
唯
一
の
状
況
が
集
中
し
て
い
る
た
め
、
上
訴
人
ら
の
み
な
ら
ず
、
公
共
の
利
益
に
と
っ
て
も

ま
た
並
外
れ
た
有
害
性
が
も
た
ら
さ
れ
る
だ
ろ
う
⽜
と
指
摘
し
た
。
最
高
裁
判
所
は
、
こ
の
こ
と
を
考
慮
し
て
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
、
一

時
停
止
は
、
発
掘
に
よ
り
損
な
わ
れ
る
公
共
の
利
益
が
［
行
政
訴
訟
が
最
終
的
に
却
下
さ
れ
る
場
合
］
長
期
に
わ
た
り
消
極
的
な
影
響
を

受
け
続
け
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
こ
と
も
考
慮
し
、
ま
た
⽛
あ
る
妥
当
な
期
間
内
に
［
前
述
の
上
訴
が
］
解
決
さ
れ
る
の
を
妨
げ
る
理
由

は
な
い
こ
と
⽜
か
ら
、
申
請
さ
れ
た
予
防
的
措
置
を
採
用
し
た
。
裁
判
所
は
、
上
訴
人
の
良
い
権
利
（
buen
derecho）
の
外
観
を
検
討
す

る
つ
も
り
は
な
い
と
述
べ
つ
つ
、
事ㅟ

実ㅟ

上ㅟ

はㅟ

言
外
に
そ
れ
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
本
件
に
お
い
て
、
本
判
決
は
、

発
掘
を
求
め
る
公
共
の
利
益
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
（
satisfacción）
は
、
本
件
の
本
案
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
る
ま
で
の
間
待
つ
こ
と
が
で

き
る
と
評
価
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
本
判
決
は
、
王
政
令
（
RealD
ecreto-ley）
10/2018
を
発
令
す
る
の
に
必
要
な
特
別
か
つ
緊
急
の
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必
要
（
extraordinaria
y
urgente
necesidad）
は
お
そ
ら
く
な
か
っ
た
こ
と
を
言
外
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
五
）
の
二

予
防
的
措
置
の
法
制
度

問
題
の
政
令
（
decreo-ley）
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
状
況
お
よ
び
行
為
に
対
す
る
予
防
的
措
置
を
採
用
す
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
措

置
が
適
切
で
あ
る
か
を
決
め
る
に
は
、
そ
れ
を
通
じ
て
前
述
の
行
為
や
状
況
に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
の
、
そ
う
し

た
措
置
の
採
用
を
規
制
す
る
規
定
を
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
。
政
令
（
decretos-leyes）
の
大
部
分
は
公
法
に
関
し
て
発
せ
ら
れ
る
こ

と
に
鑑
み
る
と
、
通
常
は
、
行
政
訴
訟
の
裁
判
権
を
規
制
す
る
七
月
十
三
日
の
法
律
（
Ley）
29/1998
の
第
一
二
九
条
以
下
の
規
定
に
し

た
が
う
必
要
が
あ
る
。
公
的
な
領
域
に
お
け
る
優
れ
た
予
防
的
決
定
は
、
異
議
が
申
し
立
て
ら
れ
て
い
る
行
政
行
為
の
執
行
の
一
時
停
止

で
あ
る
が
、⽛
判
決
の
効
力
を
確
保
（
asegurarlaefectividad
delasentencia）⽜
す
る
た
め
に
必
要
な
他
の
形
式
の
措
置
、
と
り
わ
け

⽛
有
益
な
（
確
実
な
）
内
容
（
contenidopositivo）⽜
を
含
む
措
置
を
採
用
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
た
と
え
ば
、
上
訴
人

が
特
定
の
活
動
を
実
施
し
続
け
る
こ
と
を
容
認
し
た
り
、
訴
訟
当
事
者
の
一
方
に
何
か
を
与
え
る
、
何
か
を
行
う
、
ま
た
は
何
か
を
行
わ

な
い
義
務
を
課
す
よ
う
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
あ
る
当
座
預
金
口
座
に
お
け
る
、
合
法
性
に
疑
義
が
さ
し
は
さ
ま

れ
て
い
る
援
助
金
を
封
鎖
す
る
（
40
）、
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
語
が
そ
の
伝
達
言
語
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
た
め
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
言

語
学
教
育
制
度
を
採
用
す
る
（
41
）、
授
与
さ
れ
た
が
（
ま
だ
）
支
払
わ
れ
て
い
な
い
補
助
金
の
金
額
を
移
動
さ
せ
る
（
42
）、
上
訴
人
を
あ
る
専
門
学

校
の
一
員
と
し
て
登
録
す
る
（
43
）、
あ
る
公
共
財
産
の
委
譲
を
受
け
る
（
44
）、
あ
る
製
品
の
確
実
な
商
品
化
に
必
要
な
家
畜
手
帳
を
付
与
す
る
（
45
）、
あ

る
外
国
人
に
最
初
の
居
住
お
よ
び
労
働
許
可
を
与
え
る
（
46
）、
あ
る
幼
児
教
育
施
設
の
生
徒
に
学
校
教
育
を
整
備
す
る
（
47
）、
刑
務
所
の
被
収
容
者

に
必
要
な
健
康
管
理
を
施
す
（
48
）な
ど
で
あ
る
。

単
独
の
行
政
行
為
と
同
様
、
政
令
（
decreto-ley）
の
実
施
に
お
い
て
指
図
さ
れ
る
─
正
規
の
─
一
般
規
定
も
、
一
時
停
止
の
対
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象
と
な
る
こ
と
が
あ
る
（
49
）。
最
高
裁
判
所
は
、
一
定
の
内
容
を
備
え
た
あ
る
一
般
規
則
を
確
立
し
か
つ
そ
れ
を
一
時
的
に
適
用
す
る
義
務
が

被
告
行
政
に
あ
る
と
推
測
さ
せ
る
あ
る
正
規
の
規
定
に
関
し
、
さ
ら
に
積
極
的
な
予
防
的
措
置
さ
え
講
じ
た
。
た
と
え
ば
、
二
〇
一
二
年

三
月
八
日
の
最
高
裁
判
所
判
決
（
JU
R
2012,102173）（
rec.203/2012）
は
、⽛
予
防
的
な
方
法
で
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
る
限
り
、
産
業
・

エ
ネ
ル
ギ
ー
観
光
省
は
、
こ
の
決
定
の
第
三
番
目
の
法
的
根
拠
に
概
説
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
項
目
に
対
応
す
る
規
制
活
動
の
費
用
を
完
全

に
捻
出
す
る
範
囲
ま
で
、
異
議
が
申
し
立
て
ら
れ
た
命
令
（
O
rden）
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
ア
ク
セ
ス
料
金
の
決
定
を
補
足
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
⽜
と
命
じ
た
（
50
）。

通
常
裁
判
所
は
、
申
請
さ
れ
た
予
防
的
措
置
の
根
拠
を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、
つ
ぎ
に
述
べ
る
さ
ま
ざ
ま
な
基
本
的
要
因
を
慎
重
に
判

断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、（
ⅰ
）
遅
延
の
危
険
性
（
periculum
in
m
ora）、
換
言
す
る
と
、
考
慮
さ
れ
た
措
置
が
講
じ
ら

れ
な
い
場
合
、上
訴
人
に
賠
償
不
能
ま
た
は
賠
償
困
難
な
損
害
を
引
き
起
こ
す
危
険
性
、（
ⅱ
）当
該
措
置
か
ら
派
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
、

関
係
す
る
他
の
正
当
な
利
害
に
係
わ
る
費
用
と
利
益
、
お
よ
び
（
ⅲ
）
い
わ
ゆ
る
⽛
正
当
な
権
利
の
煙
＝
訴
訟
の
メ
リ
ッ
ト
に
関
す
る
成

功
の
可
能
性
（
fum
usboniiuris）⽜
ま
た
は
良
い
権
利
の
徴
候
（
aparienciadebuen
derecho）、
換
言
す
る
と
、
上
訴
人
が
彼
の
主

張
を
評
価
す
る
判
決
を
獲
得
す
る
見
込
み
、
で
あ
る
。

そ
の
例
と
な
る
の
が
、
二
〇
一
八
年
九
月
二
十
六
日
の
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
自
治
州
上
級
裁
判
所
の
判
決
（
JU
R
2018,284823）（
rec.

142/2018）
で
あ
る
。
バ
ル
セ
ロ
ナ
市
当
局
は
、
V
T
C
に
対
し
、
彼
ら
が
そ
の
地
域
で
活
動
を
展
開
す
る
に
は
地
方
免
許
を
持
た
ね
ば
な

ら
な
い
と
義
務
付
け
る
規
則
を
定
め
た
。
こ
れ
は
事ㅟ

実ㅟ

上ㅟ

、
数
千
台
の
V
T
C
市
場
を
即
時
に
強
制
追
放
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
が
、

本
判
決
は
そ
の
規
則
を
予
防
的
に
一
時
停
止
し
た
。
裁
判
所
は
、
そ
の
予
防
的
な
一
時
停
止
は
⽛
タ
ク
シ
ー
部
門
に
損
害
を
与
え
る
可
能

性
が
あ
る
⽜
が
、⽛
同
時
に
、
一
時
停
止
を
解
除
す
れ
ば
、
V
T
C
免
許
の
保
有
者
が
深
刻
な
損
害
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
認

識
し
て
い
る
⽜
と
指
摘
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
所
は
、
上
訴
人
の
圧
倒
的
な
良
い
権
利
の
徴
候
（
apariencia
de
buen
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derecho）
は
決
定
的
で
あ
る
と
見
な
し
た
た
め
、
影
響
を
受
け
る
可
能
性
の
あ
る
利
害
や
、
移
動
性
お
よ
び
大
気
環
境
の
質
に
関
す
る
慎

重
な
判
断
に
は
立
ち
入
ら
な
か
っ
た
。
一ㅟ

見ㅟ

すㅟ

るㅟ

とㅟ

、
前
述
の
当
局
に
は
、⽛
運
転
手
付
き
車
両
で
あ
る
V
T
C
の
賃
貸
へ
の
介
入
を
規
制

す
る
権
限
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
領
域
内
で
、
国
の
許
可
に
追
加
的
許
可
を
課
す
権
限
も
な
い
こ
と
⽜
が
明
ら
か
で
あ
る
。⽛
ま
し
て

や
、
介
入
を
規
制
し
た
り
、
遡
及
的
効
果
を
伴
い
な
が
ら
必
要
な
許
可
を
規
制
し
た
り
…
…
、
許
可
の
総
数
を
制
限
す
る
権
限
な
ど
は
、

な
お
さ
ら
な
い
の
で
あ
る
。⽜

政
令
（
decretos-leyes）
に
関
し
て
は
、
す
で
に
前
も
っ
て
事
細
か
に
主
張
さ
れ
た
よ
う
に
、
い
ざ
上
述
の
判
断
基
準
を
適
用
す
る
段

に
な
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
議
会
制
民
主
主
義
の
重
大
な
異
例
を
構
成
す
る
行
政
規
範
の
規
定
に
対
し
、
ほ
と
ん
ど
敬
意
を
表
す
べ
き
で
は

な
い
。
と
り
わ
け
、
そ
れ
が
憲
法
違
反
の
香
り
を
漂
わ
せ
て
お
り
、
政
令
の
作
り
手
が
、
影
響
を
受
け
る
人
々
の
効
果
的
な
司
法
保
護
を

受
け
る
権
利
を
巧
み
に
回
避
す
る
た
め
に
政
令
（
decreto-ley）
の
形
を
与
え
た
と
公
言
す
る
よ
う
な
場
合
は
、
も
っ
と
も
そ
れ
に
該
当

す
る
。
そ
の
よ
う
な
発
表
は
、
本
稿
の
冒
頭
で
例
と
し
て
見
た
よ
う
に
、
つ
ま
り
政
令
（
decreto-ley）
の
作
り
手
が
そ
の
よ
う
な
偽
り

の
目
的
で
そ
れ
を
宣
言
し
た
と
明
確
に
述
べ
た
、
ま
た
は
少
な
く
と
も
間
違
い
よ
う
の
な
い
形
で
宣
言
し
た
こ
と
は
、（
裏
を
返
せ
ば
）
原

告
の
良
い
権
利
の
徴
候
（
apariencia
de
buen
derecho）
が
あ
る
確
実
な
証
拠
と
な
る
。

四

結
論

本
稿
は
、⽛
政
令
の
利
用
と
濫
用
（
usoy
abusodeldecreto-ley）⽜
に
関
す
る
豊
富
な
法
律
文
献
に
二
つ
の
点
で
貢
献
し
よ
う
と
試

み
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
影
響
を
受
け
る
人
々
が
裁
判
所
で
そ
れ
ら
に
異
議
を
唱
え
る
可
能
性
か
ら
特
定
の
規
制
を
⽛
遮
蔽
す
る

（
blindar）⽜
目
的
で
宣
言
さ
れ
た
政
令
（
decretos-leyes）、
お
よ
び
法
律
（
D
erecho）
に
違
反
す
る
政
令
の
宣
言
が
、
な
ぜ
ス
ペ
イ
ン

憲
法
第
八
十
六
条
お
よ
び
第
二
十
四
条
に
違
反
す
る
の
か
を
分
析
し
た
。
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第
二
に
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
国
民
が
、
こ
れ
ら
の
規
範
か
ら
影
響
を
受
け
る
正
当
な
権
利
と
利
益
の
効
果
的
な
司
法
保
護
を
得
る
こ
と

が
で
き
る
手
続
き
を
検
討
し
た
。
と
り
わ
け
、
問
題
と
さ
れ
る
政
令
（
decretos-leyes）
に
由
来
す
る
状
況
や
行
為
に
対
し
て
は
常
に
異

議
申
立
て
が
で
き
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
ま
た
裁
判
所
は
、
対
応
す
る
異
議
申
立
て
に
気
づ
い
た
場
合
、（
ⅰ
）
こ
れ
ら
の
法
的
階
級
を
有

す
る
規
範
に
対
し
、
法
律
（
leys）
に
値
す
る
も
の
よ
り
も
は
る
か
に
低
い
敬
意
を
示
す
こ
と
。（
ⅱ
）
欧
州
連
合
法
に
属
す
る
あ
る
規
範

に
違
反
す
る
と
判
断
す
る
場
合
は
、（
ま
っ
た
く
の
）
独
断
で
、
─
す
な
わ
ち
、
原
則
と
し
て
予
審
問
題
を
上
申
す
る
必
要
な
く
─
、

そ
の
政
令
（
decretos-leyes）
を
適
用
し
な
い
こ
と
。（
ⅲ
）
と
く
に
、
異
議
を
申
し
立
て
ら
れ
て
い
る
行
動
を
即
時
に
実
行
す
る
と
、

─
お
よ
び
憲
法
違
反
ま
た
は
連
合
法
と
の
矛
盾
が
申
し
立
て
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
政
令
（
decreto-ley）
の
適
用
に
よ
り
─
、
そ

の
後
の
判
決
で
は
完
全
に
償
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
損
害
が
も
た
ら
さ
れ
る
危
険
性
か
ら
上
訴
人
の
権
利
を
実
際
に
保
護
す

る
た
め
、
適
切
で
、
必
要
か
つ
均
整
の
と
れ
た
予
防
的
措
置
を
採
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
も
強
調
し
た
。
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spañola
de

D
erecho
A
dm
inistrativo,160,pp.319-359.
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注（
⚑
）
本
稿
は
、
経
済
・
競
争
省
（
D
ER2015-67613-R）
と
バ
レ
ン
シ
ア
自
治
州
政
府
（
GeneralitatV
alenciana）（
PRO
M
ET
EO
/2017/064）
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
資
金
提
供
を
得
て
い
る
二
つ
の
研
究
計
画
の
枠
内
で
そ
の
構
想
が
練
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
公
表
論
文
の
草
稿
に
対
し
、
Luis
A
rroyo,José

M
aría
Rodríguez
de
Santiago,Julia
O
rtega,A
ndrésBoix,Pedro
Corvinos,D
iego
Góm
ez,Gonzalo
Erices,Em
ilio
A
paricio,JesúsA
lfaro,

A
rturo
M
uñoz
お
よ
び
M
ariano
Bacigalupo
が
お
寄
せ
下
さ
っ
た
有
益
な
評
論
に
感
謝
し
ま
す
。（
本
稿
に
）
残
存
し
て
い
る
誤
り
は
す
べ
て
筆
者
の

責
任
で
あ
る
。

（
⚒
）
二
〇
一
八
年
八
月
二
十
一
日
、
rtve.esの
ト
ッ
プ
ニ
ュ
ー
ス
⽛
フ
ラ
ン
コ
の
発
掘
は
、
そ
の
遅
延
を
誘
発
す
る
裁
判
上
の
申
立
て
を
回
避
す
る
た
め
政
令

（
decreto
ley）
に
よ
り
行
わ
れ
る
⽜
で
報
じ
ら
れ
た
ニ
ュ
ー
ス
を
参
照
。

（
⚓
）
そ
の
ほ
か
、
E
lM
undo⽛⽛
地
方
の
不
均
衡
⽜
に
対
す
る
国
内
法
を
創
設
す
る
た
め
タ
ク
シ
ー
⽛
遮
蔽
⽜
の
正
当
化
を
促
進
⽜（
二
〇
一
八
年
四
月
二
十
日
）、

E
uropaPress⽛
政
府
が
王
政
令
（
RealD
ecretoLey）
で
U
berを
制
限
し
タ
ク
シ
ー
を
保
護
⽜（
二
〇
一
八
年
四
月
二
十
日
）、
E
lPaís⽛
政
府
は
法
律

を
用
い
て
U
berや
Cabify
の
よ
う
な
企
業
の
発
展
か
ら
タ
ク
シ
ー
を
保
護
⽜（
二
〇
一
八
年
四
月
二
十
一
日
）、
A
BC⽛
政
府
は
、
U
berと
Cabify
か
ら

タ
ク
シ
ー
を
守
る
規
範
を
遮
蔽
⽜（
二
〇
一
八
年
四
月
二
十
日
）
を
参
照
。

（
⚔
）
最
終
的
に
、
最
高
裁
判
所
は
、
二
〇
一
八
年
六
月
四
日
の
判
決
（
RJ2018,2695）（
rec.438/2017）
で
、
そ
の
よ
う
な
制
限
は
法
律
に
適
合
し
て
い
る

と
評
価
し
た
。
こ
の
最
高
裁
判
所
判
決
（
RJ2018,2695）
の
い
く
つ
か
の
側
面
に
つ
い
て
は
、
BañoLeón（
2018）
と
D
om
énech
Pascual（
2019）
を

参
照
。

（
⚕
）
⽛
立
法
検
証
⽜
に
類
似
す
る
事
柄
に
よ
り
提
起
さ
れ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、
D
om
énech
Pascual（
2002,432
頁
以
下
）
と
Boix
Palop（
2004）

を
参
照
。

（
⚖
）
D
om
énech
Pascual（
2019）．
同
様
の
意
味
で
、
González-D
eleito（
2019）
と
Górriz
López（
2019）
を
参
照
。

（
⚗
）
E
uropa
Press⽛
ア
バ
ロ
ス
は
、
タ
ク
シ
ー
も
V
T
C
も
法
律
を
⽛
味
方
に
つ
け
た
⽜
と
は
言
え
な
い
と
保
証
し
た
⽜（
二
〇
一
八
年
九
月
二
十
八
日
）

（
⚘
）
E
lConfidencial⽛
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
U
berと
Cabify
に
致
命
的
な
打
撃
：
事
前
注
文
の
み
可
能
⽜（
二
〇
一
九
年
一
月
九
日
）。

（
⚙
）
二
〇
一
九
年
一
月
十
日
、⽛
A
CCO
は
、
V
T
C
に
最
低
六
時
間
前
の
サ
ー
ビ
ス
事
前
契
約
義
務
を
課
す
差
別
的
か
つ
制
限
的
な
競
争
を
検
討
す
る
⽜
と
題

す
る
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
競
争
局
の
新
聞
発
表
。

（
10
）
E
lConfidencial⽛
政
府
が
譲
歩
：
V
T
C
に
十
五
分
前
の
注
文
を
要
求
、
タ
ク
シ
ー
は
ス
ト
ラ
イ
キ
に
突
入
⽜（
二
〇
一
九
年
一
月
十
八
日
）。

（
11
）
E
lConfidencial⽛
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
自
治
州
政
府
に
よ
る
U
berと
Cabify
を
消
す
た
め
の
法
律
創
設
へ
の
青
信
号
の
助
長
⽜（
二
〇
一
九
年
一
月
十
七
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日
）。

（
12
）
二
月
二
十
二
日
の
当
見
解
（
2/2019）（
JU
R
2019,73422）
を
参
照
。

（
13
）
運
転
手
付
き
車
両
の
賃
貸
に
よ
る
乗
客
輸
送
に
つ
い
て
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
ア
ラ
ゴ
ン
政
府
政
令
（
D
ecreto-ley
7/2019,de
12
de
m
arzo,del

Gobierno
de
A
ragón）、
お
よ
び
運
転
手
付
き
車
両
の
賃
貸
に
よ
る
任
意
の
公
共
乗
客
輸
送
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
関
す
る
バ
レ
ン
シ
ア
州
議
会
の
政
令

（
D
ecreto-ley
valenciano
4/2019,de
29
de
m
arzo,delConsell）
を
参
照
。

（
14
）
た
と
え
ば
、
A
ragón
Reyes（
2016,173
頁
以
下
）
を
参
照
。

（
15
）
つ
ぎ
の
表
で
は
、
最
近
三
年
間
、
国
家
に
よ
り
発
せ
ら
れ
た
法
的
階
級
を
備
え
た
さ
ま
ざ
ま
な
類
型
の
規
範
の
数
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
16
）
な
か
ん
ず
く
、
Barreiro
González（
2003,57
頁
以
下
）;D
íaz
de
M
era
Rodríguez（
2011）;A
rana
García（
2013）;de
la
Iglesia
Cham
arro

（
2013）;M
artín
Rebollo（
2015）;García
M
ajado（
2016）;A
ragón
Reyes（
2016）;Carm
ona
Contreras（
2017）,お
よ
び
González
López

（
2018）
を
参
照
。
自
治
州
に
よ
り
発
せ
ら
れ
た
、
極
め
て
類
似
し
た
実
際
問
題
を
提
示
す
る
政
令
（
decretos-leyes）
に
関
し
て
は
、
H
erráizSerrano

（
2011）;Boix
Palop（
2012）;D
onaire
V
illa（
2012）;T
ardío
Pato（
2013）,お
よ
び
González
García（
2017）
を
参
照
。

（
17
）
憲
法
裁
判
所
判
決
68/2007（
三
月
二
十
八
日
、
RT
C
2007,68）;31/2011（
三
月
十
七
日
、
RT
C
2011,31）;137/2011（
九
月
十
四
日
、
RT
C
2011,

137）;1/2012（
一
月
十
三
日
、
RT
C
2012,1）;27（
二
月
十
九
日
、
RT
C
2015,27）
と
29/2015（
二
月
十
九
日
、
RT
C
2015,29）;196（
九
月
二
十

四
日
、
RT
C
2015,196）
と
199/2015（
九
月
二
十
四
日
、
RT
C
2015,199）;211/2015（
十
月
八
日
、
RT
C
2015,211）;230/2015（
十
一
月
五
日
、

RT
C
2015,230）;26/2016（
二
月
十
八
日
、
RT
C
2016,26）;38/2016（
三
月
三
日
、
RT
C
2016,38）;70/2016（
四
月
十
四
日
、
RT
C
2016,70）;125

（
七
月
七
日
、
RT
C
2016,125）
と
126/2016（
七
月
七
日
、
RT
C
2016,126）;169/2016（
十
月
六
日
、
RT
C
2016,169）;73/2017（
六
月
八
日
、
RT
C

2017,73）;お
よ
び
150（
十
二
月
二
十
一
日
、
RT
C
2017,150）
と
152/2017（
十
二
月
二
十
一
日
、
RT
C
2017,152）
を
参
照
。
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（
18
）
N
úñezLozano（
2003,349
頁
以
下
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
法
律
に
よ
り
留
保
さ
れ
て
い
な
い
分
野
に
お
け
る
政
令
（
decreto-ley）
に
よ
る
規
制
に

は
、
二
つ
の
⽛
明
ら
か
に
消
極
的
な
効
果
⽜
が
あ
る
。
そ
れ
は
、⽛
規
則
の
推
敲
手
続
き
を
切
り
捨
て
る
こ
と
⽜
と
⽛
新
た
な
規
範
が
予
審
に
付
さ
れ
ぬ
よ
う

遮
蔽
す
る
こ
と
⽜
で
あ
る
。

（
19
）
王
政
令
（
RealD
ecreto-ley）
10/2018
の
⽛
特
別
か
つ
緊
急
の
必
要
（
extraordinariay
urgentenecesidad）⽜
の
欠
如
に
関
し
、
よ
り
詳
し
く
は

Lafuente
Benaches（
2018,14
頁
以
下
）
を
参
照
。

（
20
）
王
政
令
（
RealD
ecreto-ley）
13/2018
に
関
し
、
よ
り
詳
し
く
は
D
om
énech
Pascual（
2019）
と
Górriz
López（
2019）
を
参
照
。

（
21
）
憲
法
裁
判
所
二
月
十
四
日
判
決
（
39/2013）（
RT
C
2013,39）、
お
よ
び
二
月
十
八
日
判
決
（
26/2016）（
RT
C
2016,26）。

（
22
）
そ
の
意
味
で
、
二
〇
一
八
年
十
月
十
二
日
の
E
lE
conom
ista
に
掲
載
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
ス
⽛
U
berと
Cabify
を
制
限
す
る
政
令
（
decreto）
が
V
T
C
へ

の
信
用
を
切
断
⽜
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
23
）
憲
法
裁
判
所
七
月
十
四
日
命
令
（
90/2010）（
RT
C
2010,90
A
U
T
O
）
を
参
照
。

（
24
）
憲
法
裁
判
所
五
月
二
十
三
日
判
決
（
66/1985）（
RT
C
1985,66）
を
参
照
。

（
25
）
Ferreres
Com
ella（
1997,163
頁
以
下
）
を
参
照
。
ま
た
、
必ㅟ

要ㅟ

なㅟ

変ㅟ

更ㅟ

をㅟ

加ㅟ

えㅟ

たㅟ

もㅟ

のㅟ

とㅟ

しㅟ

てㅟ

、
D
om
énech
Pascual（
2018）
を
参
照
。

（
26
）
そ
の
意
味
に
つ
い
て
は
Carm
ona
Contreras（
2013,17
頁
以
下
）
を
参
照
。

（
27
）
下
院
規
則
（
Reglam
ento
delCongreso）
第
一
五
一
条
二
項
。

（
28
）
下
院
規
則
（
Reglam
ento
delCongreso）
第
七
十
四
条
二
項
。

（
29
）
王
政
令
（
RealesD
ecretos-leyes）
1/1979（
一
月
八
日
）;1/2006（
一
月
二
十
日
）（
そ
の
内
容
は
王
政
令
（
RealD
ecreto-ley）
2/2006（
二
月

十
日
）
を
繰
り
返
し
て
い
る
）;4/2017（
二
月
二
十
四
日
）、
お
よ
び
21/2018（
十
二
月
十
四
日
）。

（
30
）
全
体
に
つ
い
て
は
Fernández
Farreres（
2016）
を
参
照
。

（
31
）
欧
州
連
合
の
機
能
に
関
す
る
条
約
（
T
FU
E）
第
二
六
七
条
、
お
よ
び
欧
州
司
法
裁
判
所
一
九
八
二
年
十
月
六
日
判
決
（
Cilfityotros,C-283/81）
を
参

照
。

（
32
）
と
り
わ
け
、
欧
州
司
法
裁
判
所
一
九
八
九
年
六
月
二
十
二
日
判
決
（
T
JCE
1989,149）（
FratelliCostanzo,C-103/88）、
一
九
九
九
年
四
月
二
十
九
日

判
決
（
T
JCE
1999,93）（
Ciola,C-224/97）、
二
〇
〇
三
年
九
月
九
日
判
決
（
T
JCE
2003,245）（
CIF,C-198/01）、
二
〇
一
〇
年
一
月
十
二
日
判
決

（
T
JCE
2010,1）（
Petersen,C-341/08）、
二
〇
一
〇
年
十
月
十
四
日
判
決
（
T
JCE
2010,302）（
Fuß,C-243/09）、
二
〇
一
〇
年
十
二
月
二
十
二
日
判

決
（
T
JCE
2010,414）（
G
avieiro
e
IglesiasT
orres,C-444/09
と
C-456/09）、
二
〇
一
二
年
五
月
二
十
四
日
判
決
（
T
JCE
2012,124）（
A
m
ia,
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C-97/11）、
お
よ
び
二
〇
一
八
年
十
二
月
四
日
判
決
（
T
JCE
2018,289）（
T
heM
inisterforJusticeand
E
quality
y
Com
m
issioneroftheG
arda

Síochána,C-378/17）
を
参
照
。
公
務
を
行
う
私
的
法
人
に
関
し
て
は
、
欧
州
司
法
裁
判
所
二
〇
一
七
年
十
月
十
日
判
決
（
JU
R
2017,252965）（
Farrell,

C-413/15）
を
参
照
。
私
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
全
体
に
Cobreros
M
endazona（
2015）
を
参
照
。

（
33
）
予
審
問
題
の
提
起
に
関
す
る
欧
州
司
法
裁
判
所
の
国
内
司
法
機
関
へ
の
勧
告
（
2018/C
257/01）
を
参
照
。

（
34
）
D
om
énech
Pascual（
2001
と
2011）
を
参
照
。

（
35
）
と
り
わ
け
重
要
な
も
の
と
し
て
、
憲
法
裁
判
所
判
決
115/1987（
七
月
七
日
、
RT
C
1987,115）;238/1992（
十
二
月
十
七
日
）
お
よ
び
78/1996（
五

月
二
十
日
、
RT
C
1996,78）
を
参
照
。

（
36
）
現
在
の
、
欧
州
連
合
の
機
能
に
関
す
る
条
約
第
二
六
七
条
を
参
照
。

（
37
）
最
高
裁
判
所
二
〇
一
五
年
十
二
月
十
四
日
判
決
（
RJ
2015,5258）（
recs.607
と
614/2015）、
二
〇
一
六
年
二
月
二
十
四
日
判
決
（
RJ
2016,4129）

（
re.2517/2015）、
二
〇
一
六
年
七
月
七
日
判
決
（
RJ2016,3731）（
rec.3454/2014）、
お
よ
び
二
〇
一
七
年
三
月
二
十
四
日
判
決
（
rec.1605（
RJ2017,

1273）
と
1296/2016（
RJ
2017,1300））
を
参
照
。

（
38
）
現
行
の
欧
州
連
合
の
機
能
に
関
す
る
条
約
第
二
八
八
条
と
等
し
い
、
欧
州
経
済
共
同
体
［
設
立
］
条
約
第
一
八
九
条
か
ら
の
引
用
。

（
39
）
欧
州
司
法
裁
判
所
二
〇
〇
五
年
十
二
月
六
日
判
決
（
T
JCE
2005,364）（
A
BN
A
yotros,C453/03,C11/04,C12/04y
C194/04）
は
、
類
似
の
予
防

的
措
置
を
採
用
で
き
る
の
は
（
行
政
当
局
で
は
な
く
）
国
内
裁
判
所
の
み
で
あ
る
、
と
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。

（
40
）
最
高
裁
判
所
二
〇
一
四
年
七
月
十
七
日
判
決
（
RJ
2014,3728）（
rec.2815/2013）。

（
41
）
最
高
裁
判
所
二
〇
一
四
年
五
月
二
十
九
日
判
決
（
RJ2014,3033）（
rec.3182/2013）
お
よ
び
二
〇
一
四
年
六
月
三
十
日
判
決
（
RJ2014,3521）（
rec.

3365/2013）。

（
42
）
最
高
裁
判
所
二
〇
一
三
年
十
二
月
三
日
判
決
（
RJ
2013,8156）（
rec.4586/2012）。

（
43
）
最
高
裁
判
所
二
〇
〇
九
年
七
月
九
日
判
決
（
RJ
2010,332）（
rec.1643/2008）。

（
44
）
最
高
裁
判
所
二
〇
一
七
年
九
月
十
九
日
判
決
（
RJ
2017,4174）（
rec.3148/2016）。

（
45
）
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
・
イ
・
レ
オ
ン
自
治
州
上
級
裁
判
所
（
Burgos）
二
〇
〇
二
年
九
月
二
十
日
判
決
（
RJCA
2002,916）（
rec.59/2002）。

（
46
）
ム
ル
シ
ア
自
治
州
上
級
裁
判
所
二
〇
〇
六
年
十
二
月
二
十
二
日
判
決
（
JU
R
2007,179681）（
rec.416/2006）。

（
47
）
ア
ラ
ゴ
ン
自
治
州
上
級
裁
判
所
二
〇
一
五
年
二
月
二
十
日
判
決
（
JU
R
2015,89967）（
rec.281/2014）。

（
48
）
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
・
イ
・
レ
オ
ン
自
治
州
上
級
裁
判
所
二
〇
一
四
年
九
月
三
十
日
判
決
（
JU
R
2014,293289）（
rec.363/2014）。
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（
49
）
規
制
規
定
の
予
防
的
一
時
停
止
に
つ
い
て
は
Fuertes
López（
2002）
を
参
照
。

（
50
）
同
様
に
、
最
高
裁
判
所
二
〇
一
二
年
三
月
十
五
日
命
令
（
JU
R
2012,111004）（
rec.212/2012）
を
参
照
。

訳
者
あ
と
が
き

本
稿
で
は
、
ス
ペ
イ
ン
王
国
バ
レ
ン
シ
ア
大
学
法
学
部
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ド
メ
ネ
ク
・
パ
ス
ク
ア
ル
（
GabrielD
om
énech
Pascual）
教

授
の
ご
承
諾
を
得
て
、
そ
の
論
文
⽛
政
令
に
よ
り
遮
蔽
さ
れ
た
政
府
の
措
置
に
対
す
る
効
果
的
な
司
法
保
護
（
“T
utelajudicialefectiva

frenteam
edidasgubernam
entalesblindadasporD
ecreto-ley”（
2019））⽜
の
試
訳
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ド
メ
ネ
ク
教

授
の
あ
た
た
か
い
ご
指
導
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
邦
訳
の
間
違
い
や
表
現
不
足
に
関
す
る
一
切
の
責
任
は
鈴
木
光
に
あ
る
。
ド

メ
ネ
ク
教
授
の
本
論
文
は
、⽝
ス
ペ
イ
ン
行
政
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
⽞（
R
evista
E
spañola
deD
erecho
A
dm
inistrativo
198,A
bril-Junio

2019,Págs.139-164）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
邦
訳
の
公
表
を
快
く
お
認
め
く
だ
さ
っ
た
同
ジ
ャ
ー
ナ
ル
編
集
部
に
も
衷
心
よ
り
御
礼

申
し
上
げ
た
い
。

な
お
ド
メ
ネ
ク
教
授
は
、
本
論
文
の
公
表
後
、
ご
く
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
文
中
に
複
数
の
誤
記
を
発
見
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
訂
正
を
望
ん

で
お
ら
れ
る
。
本
稿
は
、
ド
メ
ネ
ク
教
授
ご
自
身
の
手
に
よ
る
訂
正
版
を
も
と
に
邦
訳
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
論
文
と
は

完
全
に
は
一
致
し
な
い
箇
所
が
あ
る
点
に
ご
留
意
い
た
だ
き
た
い
。
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